
• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月８日 

 

子ども・子育て支援対策調査特別委員会 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １  

 

午後１時２７分開会 

○太田せいいち委員長 それでは、時間前ではござ

いますが、皆様おそろいですので始めさせていた

だきます。 

  開会前に申し上げます。委員会の審査が長時間

になった場合には休憩をとりますが、休憩時間で

はなくてもトイレには我慢せず行っていただいて

構いませんので、よろしくお願いいたします。 

  これより子ども・子育て支援対策調査特別委員

会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 最初に、記録署名員２名を

私から指名いたします。 

  渡辺委員、富田委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 審査に先立ち、委員の皆様

に申し上げます。 

  本特別委員会の調査項目及び設置理由は既に資

料を配付いたしましたので、御了承願います。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、請願・陳情の審査を

議題といたします。 

  本日は新しい委員構成になって初の委員会審査

でありますので、継続審査中の内容につきまして

は執行機関から、また、過去の審査状況につきま

しては区議会事務局長からそれぞれ説明を求め、

その後審査に入りたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  初めに、５受理番号３９ どの子も健やかに成

長できる質の高い保育、父母のニーズに対応した

保育を実施するために、待機児童対策、施設・環

境・体制の整備・拡充などを求める陳情、５受理

番号４８ 保育士配置の最低基準の引上げと国民

の負担増を伴わない保育予算の大幅な増額を求め

る意見書を国と東京都に提出することを求める請

願、以上２件を一括議題といたします。２件とも

前回は継続審査であります。 

  また、報告事項⑨就学前教育・保育施設の第１

子保育料無償化等について、報告事項⑩令和７年

４月１日の保育所等利用待機児童の状況について

が本請願・陳情と関連しておりますので、併せて

執行機関に説明を求めます。 

○子ども家庭部長 請願・陳情説明資料をお開きく

ださい。２ページになります。 

  受理番号３９の陳情の趣旨は一つ目です。第一

次不承諾をなくして年度途中の入所希望とか待機

児童対策を進めてほしい。また、保育施設面の環

境を整えてほしい。三つ目として支援を要する園

児の体制を強化してほしい。また、四つ目として

ゼロ歳から２歳の保育料を無償にしてほしい。最

後に、公立保育園３１園を廃止する計画を撤回し

てほしいという内容でございます。 

  内容及び経過のところですけれども、項番１と

して、待機児童解消アクション・プラン、今年度

は休止しておりますが、アクション・プランに基

づきまして保育園を拡大してきております。また、

年度途中の待機児童対策、ベビーシッター等もや

らせていただいております。 

  ３ページになります。 

  施設の更新計画につきましては、一昨年、２年

前です、子ども施設の更新計画を策定いたしまし

て、今後施設の更新を進めていくという形になっ

ております。 
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  次、４ページになります。 

  配置基準につきましては、国基準、都基準です、

適正な配置を行っております。 

  また、保育料の無償化につきましては、今年度

９月から東京都の無償化が始まりますので、足立

区におきましても無償化をさせていただきたいと

考えております。 

  最後に、５ページの項番５のところ、公立保育

園の見直しにつきましては、施設更新計画に基づ

きまして、現状１６園を残して令和３９年度と３

０年先になってまいりますが、それを目指して方

針をしていくというような形になっております。 

  続きまして、５受理番号４８になります。 

  こちらのものは配置基準の引上げと国民の負担

増を伴なわない保育予算を増額してほしいという

ような請願になっております。 

  内容及び経過につきましては、現在保育士の配

置基準につきましては、足立区におきましては国

との基準を１歳児で上回っておりまして、手厚い

支援を行っている状況でございます。 

  また、次のページですけれども、保育士の配置、

支援を要する児童の配置につきましては、６ペー

ジの下のところで令和６年度１か月平均２６９名、

７ページにおきましては私立保育園の支援、また、

国等への要望につきましては、令和５年２月にも

要望しておりましてその要望の成果かどうか分か

らないですけれども、令和６年度から基準が見直

されたという形になっております。 

  続きまして、教育委員会の報告資料の３ページ

になります。 

  就学前教育・保育施設の第１子の保育料無償化

についての報告になります。東京都は９月から無

償化を始めるに当たりまして、足立区におきまし

ても項番１の各保育施設、無償化相当というとこ

ろもありますけれども、第１子につきましても無

償化させていただくという内容になっております。 

  次の項番２のところで、こちらは第１子のとこ

ろ２，２００名、これは主に認可保育園のところ

ですけれども、無償化の対象になりますという内

容でございます。 

  次、４ページになります。 

  私立幼稚園の預かり保育につきましても、課税

世帯の第１子のところ、新設と書かれたところが

拡充、新しく設けるところになっております。 

  また、項番４、認証保育所につきましても、東

京都が認証保育所につきましては補助基準額の拡

充をしておりますので、ここの拡充と書いたとこ

ろ、金額の部分でかなり拡充をさせていただいて

おります。 

  次、５ページの認可外のところにつきましても、

第１子の課税世帯のところを新設というところ、

また、第２子以降とか第１子の非課税世帯のとこ

ろも拡充という形で支援を厚くしているという形

でございます。 

  また、ベビーシッターの利用につきましても、

第１子の課税世帯の新設という形で人数は少ない

ですけれども、新設をさせていただいております。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  令和７年４月１日の保育所の待機児童の状況で

ございます。今年度の待機児童数は７名という形

になっております。地域別の状況であるとか保育

需要率は７ページに記載させていただいておりま

すし、８ページに施設別の空き状況も毎年同じよ

うな形で今年度も１，７１９名空いている状況に

なりますが、こちらの方に記載させていただいて

おります。 

  また、来年度少し変更点がございまして今後の

方針のところです。ゼロ歳児の人口が１０年ぶり

に足立区は増加いたしましたところもありまして、

また、第一次不承諾をなくす観点も必要かなと思
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いまして、区外からの足立区の保育園に入ってる

方につきましては、他の区と同等に少し引締めと

いうか、ほかの区と同等な形でさせていただきた

いと考えておりまして、表のところです。例えば

在勤在学もしていない非在勤者のところはゼロ歳

から２歳で申請不可にしたりとか、少し指数をほ

かの区並みに引締めという形でさせていただいて、

区内の方を優先にさせていただきたいと考えてお

ります。 

  ９ページ以降はそれぞれのデータ的なものを記

載させていただきますので、後程御覧いただきた

いと思います。 

  私からは以上となります。 

○太田せいいち委員長 続いて、過去の審査状況に

つきまして区議会事務局長に説明を求めます。 

○区議会事務局長 本請願及び陳情につきましては、

国や都の動向にも注視しながら議論をしていく必

要があるという御意見が多く、継続審査となって

おります。 

  以上でございます。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

○くじらい実委員 今回新しい委員構成になって最

初の委員会ということもありますので、恐らくい

ろいろな各委員の皆様からの御意見もあると思い

ますが、ずっとこちら続けて出されている陳情・

請願ということですので、今日報告事項の待機児

童の件についてお伺いしたいのですが、まず、こ

ちら先ほど報告ありました今後の方針の区外から

の利用者というところで、今現状としては区外か

らどれくらいの方が区内の保育所を利用してされ

ているのでしょうか。 

○保育・入園課長 令和７年４月１日現在、受託児

童と言っているのですが、２２９名受け入れてい

る状態でございます。 

○くじらい実委員 こちらの報告のありました、６

ページのところに保育施設在園児数が１万２，７

８３人とあるのですけれども、２２９名ですと

２％弱、それぐらいが区外から来ていらっしゃる

ということです。 

  実際、当然区内の方が利用していただくのが一

番いいのかなというところがあるのですけれども、

（３）にあります待機児童が発生している地域は

区外からの利用者が多いためということで、待機

児童が発生しているところは区外から来ているの

が多いという捉え方するのですが、実際待機児童

が多いというのはやっぱり区外から来ているとい

うのが要因の一つになっているのですか。 

○保育・入園課長 そのようなこととして捉えてお

ります。くじらい委員おっしゃるとおりでござい

ます。 

○くじらい実委員 そうすると待機児童が発生する

ケースは地域によってここの地域が増える、今年

はここの地域が待機児童多いとか、こっちの地域

が多いと多分年度によっても変わると思うのです

けれども、これは今回変更して区外からの方の点

数を厳しくするという報告だと思いますが、これ

は待機児童が発生している地域に関しての変更と

いうことですか。 

○保育・入園課長 そういった変更ではなく、区内

全域での取扱いと考えております。 

○子ども家庭部長 若干補足ですけれども、やはり

区境のところで区外から転入は多うございます。

例えば綾瀬地域は葛飾区から転入しますので、あ

と千住とか竹の塚地域です。特に綾瀬は待機児ゼ

ロになっていますけれども、第一次不承諾は結構

発生しておりますのでそこら辺を少し強化したい

と考えております。 

○くじらい実委員 そうしますと今回変更によって

区内全域が区外からの保育施設を利用したい方が
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厳しくなるという認識でいいと思うのですけれど

も、先ほど他区も結構厳しくやっていますという

ことだったのですけれども、これは今回変更する

に当たってはやっぱり他区並みに厳しくなってい

るという理解でよろしいですか。 

○保育・入園課長 くじらい委員おっしゃるとおり

でして、それでも例えば他区の状況で言うと私立

保育園については１０月まで入所を受け付けない

であるとか、全く申請不可としている区もござい

ますので、そういったところから比べると他区に

寄せていったというような、そういった状況でご

ざいます。 

○くじらい実委員 質問ではないのですけれども、

やっぱり区内の方が当然使えるのが一番いいのか

なというところで、先ほど他区の状況を見ながら

ということはありましたけれども、こちらは今後、

当然待機児童数というのも変動はしてくると思い

ますので、その辺のことも加味しながらしっかり

進めていただきたいと思いますので、こちらは要

望でよろしくお願いします。 

○太田せいいち委員長 ほかに。 

○ぬかが和子委員 私も今質疑があった、まず最初

に待機児童が発生している、在住ではない方々の

指数を厳しくするという点についてですけれども、

通常保育指数ですと、夫婦とも常勤、ほかに加点

がないとすると何点になりますか。 

○保育・入園課長 ４６点でございます。 

○ぬかが和子委員 つまり４６点、加点があってそ

れで今５０点の争いとか４８点の争いとかといっ

ている中で、マイナス２０点、マイナス２５点と

いうのはもうほぼ入れないに近い、だから若干厳

しいではなくて入れないようにする、そういう変

更になるのではないかと思うのですが、どうでし

ょうか。 

○保育・入園課長 今ぬかが委員おっしゃるような

考えもあるのですけれども、地域によっては減点

した点数でも入れる地域もございますので、全く

入園ができないというような捉え方ではございま

せん。 

○ぬかが和子委員 現行のマイナス２点、マイナス

４点というのも本当に争いが激しい地域ですと、

同じ指数が４８点で落ちる・入る、５０点で落ち

る・入る、そういうことがたくさんあるわけです。 

  そういう中で、マイナス２とかマイナス４とか

あっても入れている人がいるということは、逆に

言うとその人の保育の必要性が高いから入れてい

る、区外の方だけれども、例えば区内でお仕事を

している方とか、本当にそういう点では足立区に

貢献もしてくださっている人もいるのではないか

ということだと思うのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 その辺については私どももぬか

が委員おっしゃるように捉えているところです。 

○ぬかが和子委員 そうすると、私は、入れない待

機児童も発生している、入れない子どもがいるか

らその対策としてほかの区から入るのを拒めます

という方向性が果たしていいのかと。 

  それよりも本当は入れるための様々な拡充策を

とるべきなのではないかと。例えば足立区に勤め

ている先生とか保育士とか看護師とか、そういう

人たちが職場の近くで申し込んだというのを排除

しちゃいけないのではないかと思っているのです

が、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 私どもとしてもそのようなこと

は極力避けなければいけないと思っているのです

けれども、やはり足立区民のお子さんを極力保育

施設に入っていただきたいという思いで、かつこ

の指数調整だけではなく、定員を年度内において

も少し広げてもらえるような、そういった私立保

育園ですとか、そういったところの調整も引き続

き行ってまいりたいと考えております。 
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○ぬかが和子委員 だからそういう努力をしていろ

いろな人がたくさん保育園に入れる環境を整備す

ることがやるべき仕事であって、足立区に勤めて

いる人が職場の近くで保育園に入れるということ

を排除するべきではないと私は思います。 

  これだけを質疑していてもあれなので陳情の方

ですけれども、この陳情の要旨、先ほど部長が報

告いただいたのですけれども、第一次不承諾をな

くすための待機児童対策を講じることということ

で、第一次不承諾は今年度入園のお子さんは何人

でしょうか。 

○保育・入園課長 ４月１日現在１，０１９人でご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 先ほど委員長が言ったように初

回の委員会なので、この一から説明をしましょう

ということの説明資料で、陳情の要旨のトップに

出ている第一次不承諾をなくすためにということ

で言っているのに、なぜ第一次不承諾の人数等々、

傾向等々は、報告、内容経過の中で記されなかっ

たのでしょうか。つまり質問しなければ答えてい

ただけないということでは説明としてどうだった

のかと思っているのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 そちらについては説明が不足し

ており申し訳ございませんでした。 

○ぬかが和子委員 違うの。部長答えていただきた

いのだけれども、不足しているから別に謝ってほ

しいとかではない。何でそれを載せなかったので

すかと聞いている。 

○子ども家庭部長 第一次不承諾の数は当然把握し

ておりましたけれども、資料に載せるのを、そこ

まで気付かなかったということは、実際のところ

はそういう問題でございます。 

○ぬかが和子委員 ほとんど答弁になってない。だ

って部長、最初に説明したでしょ。陳情の要旨の

トップが「第一次不承諾なくすための」と書いて

あるのに、その数を載せて、そして議論するのは

基本ではないですか。気が付かなかったとかそう

いう問題ではないのではないかと。つまりそれだ

け、先ほど答弁でいただいた１，０１９人第一次

不承諾ということを本当にどう見ているのかとい

う課題でもあると思うのです。 

  あまり繰り返しになるから申し上げないけれど

も、私も去年うちの議員が直面したケースという

のは衝撃を受けまして、大体第一次不承諾が１，

０１９名、１，０００名を超えたというのはどの

ぐらいの水準といいますか、いつ以来でしょうか。 

○保育・入園課長 令和６年４月現在は１，０００

人を超えておりませんので、令和７年度が１，０

００人を超えた……。 

○ぬかが和子委員 だからいつ以来ですかと聞いて

いるのです。かつてやっぱり１，０００名を超え

ていたのです。 

○保育・入園課長 申し訳ございません、今手元に

あるのが令和５年度の数字しかなくて、そこから

比べると３年ぶりと捉えております。 

○ぬかが和子委員 それはきちんと議論の前提だと

思うのでしっかり資料も出していただきたいと思

います。 

  私の肌感覚としては、１，０００名を超えたと

いうのは本当に久しぶりだなと。ずっと私立保育

園頑張って増やして、そして待機児童対策をやっ

てきて、だけれども、去年本当に私愕然としたの

ですけれども、常勤の区内の学校に勤めている先

生が第一次不承諾になったわけです。育休明けで。 

  それに対して保育コンシェルジュは何と言った

かといったら、育休延ばせませんかと言ったそう

です。だけれども、区内の学校の先生だから、４

月復職決まっていたらそんな育休延ばせるわけな

いだろうと、校長先生には責任がありますからと

いうような、そういう本当にエッセンシャルワー
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カーだったり、外せない仕事を、どうしても就か

なければいけないようなお母さんたちが、御家庭

が第一次不承諾になっているというのは、ちょう

ど今から１０数年前にやはり保育園に入れないと

いうことで、世の中で話題になった、あのときと

状況が似てきてると。そういう本当に常勤で必要

な人も第一次不承諾になって、私も実は直接相談

を受けたのですけれども、そのときに住んでると

ころとは遠く離れた新田とかそういうところの保

育園しか空いてません、１歳児です。もちろん、

そのときにいろいろ問い合わせたり、認証とかそ

ういうのも全部いっぱいと。 

  最終的に区側から言われたのは保育ママをどう

ですかと。保育ママなら空きはありますと。だけ

れども、保育ママというのはお迎えの時間が早い

わけです。学校の先生は、保育ママでは残念なが

ら預けられないわけです。だからその時は本当に

夫婦で悩んで、お連れ合い、夫の方が仕事を辞め

るかとそういう議論までした。だからそういう状

況をやっぱり解消しなければいけないのではない

かと思っているのです。それがこの陳情の趣旨だ

と思うのです。 

  ところが一方で、このあれでもありますように、

待機児解消アクション・プランは先ほど休止とお

っしゃったけれども、要はアクション・プランを

新年度、今年度以降の新たに作るのを今止めてい

るということです。これでは改善されないのでは

ないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 アクション・プランにつきまし

ては確かに今現在休止しております。ただ、同等

の分析等は作成しているときと同様にさせていた

だいておりますので、もし保育施設が足りなくな

るぐらいの待機児童が出た場合にはしっかりとア

クション・プランの再開はしたいと考えておりま

す。 

○ぬかが和子委員 つまり最初のところから共通し

ているのは現状としてはやはり足りなくなってき

ているのです。そして足りないところを区内に勤

めている人たちを排除するというやり方ではなく

て、本気で足りないところをどうするか、とりわ

け１歳児とかゼロ歳児、かつてはゼロ歳児も厳し

かった。今も厳しいですけれども、足立区が保育

園はたくさん造ってくれたと。 

  実は先ほどの入れなかった学校の先生は、足立

区は保育園をたくさん造ってくれたから保育園入

りやすくなったと聞いて、足立区内で勤務してい

るから足立区に移住してきた方なのです。まさか

こんなに入れないなんてという、そういう事態を

生まないような、そういう対策をとっていただき

たいのですが、何をやってくださるのでしょうか。

１歳児、ゼロ歳児、入れないお子さんたちのとこ

ろをどうしようということですか。部長、お答え

いただきたいのですけれども。 

○子ども家庭部長 なかなか保育園をすぐ造るとい

うのはやはり今の現在空き状況もありますので、

難しいかなと考えておりますが、できるだけミス

マッチをなくすという意味では、事前に相談をし

ていただきたいということもありますが、さっき

のぬかが委員からあった教員の話は私もショック

を受けました。そういう形ができるだけ出ないよ

うな形で、新しいものはなかなか難しいですけれ

ども、運用の中で今回の件もありますけれども、

何とか区内の方優先でやっていきたいと考えてお

ります。 

○ぬかが和子委員 空き状況もあるということでい

つも言われているのだけれども、空いているのは、

確かに数は多くなくてもゼロ歳児も１歳児も空い

てはいるという部分もあるかもしれないけれども、

やっぱり勤務地とか住居地によってどう考えたっ

てそんな酷でしょというようなところが空いてい
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ても預けられないわけです。 

  それから４歳児、５歳児が幾ら空いていても、

ゼロ歳児、１歳児は預けられないというのは当た

り前のことです。つまり空き状況があるから、入

れないで困った人を放置していいとかということ

にはならないし、ミスマッチという課題だけでは

ないと思うのです。 

  だって丁寧な相談といつも言って、保育コンシ

ェルジェでと、こういう議論すると言うのだけれ

ども、学校の先生の方も保育コンシェルジュにず

っと相談してたそうです。入れないからしょうが

ないですねみたいな最後は言われ方をしたという

こともありましたけれども、つまりミスマッチか

どうかではなくて、キャパが足りていない。とり

わけゼロ歳児、１歳児、２歳児も若干、そういう

ところを何とかしようという計画、とりわけ保育

の認定としては長時間であっても、実際の勤務時

間は長時間ではないそういう方々はまだ保育ママ

でも預けられるかもしれないけれども、そうでは

ない方々をどうするのかというところは本気で考

えないと、もっと大変になっちゃうのではないか

と思っているのです。その辺どうでしょうか。 

○子ども家庭部長 我々も必要なところには造って

いくという形ですけれども、今保育園の建て替え

もこれから進んでいきますので、そこの定員を増

やすという形も一つ運用面でできるのかなという

こともあります。 

  また、六町とか北綾瀬とか今後保育需要が伸び

そうなところは引き続き我々も注視していきます

ので、いろいろな保育施設の中で何とか待機児を

減らしていこうという方針ですので、実際保育マ

マもなかなか今空き状況が増えているところもあ

りますので、総合的に考えていきたいと考えてお

ります。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  私からも幾つか確認をさせていただきたいと思

います。 

  まず、待機児童に関してなのですが、年度途中

の待機児童に関して現状教えていただけますでし

ょうか。 

○保育・入園課長 年度途中につきましては１０月

１日現在ですが、令和６年度につきましては７４

名でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  今後の見立てとしてやはり年度途中どうしても

増えてしまうという流れもあると思うのですけれ

ども、その改善については区の方ではどのように

お考えでしょうか。 

○保育・入園課長 やはり年度途中が入りにくいと

いうのは私どもの方も捉えているので、今年度か

ら小規模の保育室につきましては、定員の弾力化

ということで受入れが可能な場合には定数を増や

していただいたり、そういったことに取り組んで

いるところでございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  年度途中という中でゼロ歳の定員見合いでの補

助について予算特別委員会の際にも要望させてい

ただいておりますけれども、その現状はいかがで

しょうか。半年間、定員見合いでゼロ歳への補助

というのを行っていたと思うのですが、そちらを

１年に延ばせないかという要望についてはいかが

でしょうか。 

○私立保育園課長 予算特別委員会でも要望をいた

だいています。各保育事業者からも同様の要望を

いただいておりますので、今区の方でできないか

どうかというところを検討を続けているところで

ございます。 

○佐藤あい委員 まだ現状は半年というような段階

であるということでしょうか。 

○私立保育園課長 佐藤委員おっしゃるとおりでご
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ざいます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  やはり保育園の事業者からも安定的な保育運営

という中で１年間に延ばしてほしいという要望を

ずっといただいているものでございますので、こ

ちらは早期に検討を進めていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○私立保育園課長 可能であれば、来年度からでき

るように取り組んでいきたいと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非お願

いをいたします。 

  やはり先ほどからも近隣の園に入れなくてとか、

育休延長をしなくてはならなかったというような

お声はやはりあるという状況で、地域間の偏りで

すとか園ごとの人気差というのも実際あるのかな

と。 

  近くの園があるけれどもという状況も実際ある

と思います。そういったところに対しては、保護

者のニーズに合わせてにはなりますけれども、や

はり提案の仕方、説明の仕方とかいうものが重要

かと思いますが、いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 正に佐藤委員おっしゃるとおり

でして、どうしてもここの園でないと駄目だとい

うような保護者の方も、１園しか申し込んでくれ

ない方が実は３０％近くおります。ですので、や

はりどうしても御本人の需要というのがあるので

すけれども、極力多くの園を選んでいただけるよ

うに魅力も発信しながらやっていきたいと思いま

す。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  距離的に難しいという場合は仕方ないと思うの

ですけれども、近くにあるのにという場合はやは

りそういったＰＲといいますか、選んでいただけ

るという園を増やしていくというのも重要かと思

いますのでそちらもお願いをしたいと思います。

ありがとうございます。 

 最後に、魅力ある園という意味合いで施設側に対

しての区からの支援といいますか、何かお考えの

こととかありますでしょうか。 

○保育・入園課長 それは施設側が魅力を発信する

ための方法という御質問と受け止めたのですけれ

ども、例えばホームページの積極的な発信である

とか、今思い付くのはその手ぐらいかなと思いま

す。 

○私立保育園課長 補足させていただきます。 

  各保育園によってはおむつサブスクからやって

いる園がございますので、その辺の違いをうまく

アピールできればいいかなというところで助言し

ていきたいと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  是非サブスクなど希望される方、全員が希望す

るわけではないけれども、やはりそういったとこ

ろが選択肢になるというのも実際お声としてある

かなと思います。 

  区の方にやはり要望で上がってくるもので各園

に届いていない要望というのもあるかなと思いま

すので、是非そういったものを丁寧にお伝えいた

だければと思います、こちら要望で。 

  以上です。 

○岡安たかし委員 私の方からも、報告資料の４月

１日保育児童待機状況について６ページのところ

ですけれども、まずこちらからなのですが、先ほ

ど来のやりとりの中で第一次不承諾が１，０１９

人、約１，０２０人と。この１,０２０人あった

けれども、最終的には７人になったという資料な

のですが、でもよくよく読めば、国の定義で除外

しているという数が例えば１歳児だと３００人い

るわけですけれども、その中の私的理由、アステ

リスクの２番というここのところが２０５人もい

るわけです。例えばの話。この２０５人は区がほ
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かに利用可能な保育所等の情報提供を行ったにも

かかわらず、特定の保育所等を希望し待機してい

るということなのですが、先ほどやり取りもあり

ました。例えば遠いですとか、兄弟姉妹で違う園

になってしまうとか、個別のどうしようもない理

由もあると思うのです。この１行だけですと、だ

からこれをはじきましたよ。言い方は悪いですけ

れども、語弊があるとあれですけれども、御本人

の意向が強い、わがままなのでみたいなところで

はじきましたともとられかねないのですけれども、

詳細な分析が必要ではないかと思うのです。今後

やはりここのところの詳細な資料というのも必要

なのではないかと思うのですが、その辺は全部押

さえられているのですよね。確認です。 

○保育・入園課長 今、岡安委員がおっしゃられた

詳細な部分につきましては１１ページのところに

待機児童の集計方法を記載させていただいておる

のですが、そちらでと捉えてよろしい……。 

○岡安たかし委員 要はこの背景です。その背景。

保育施設利用申込み、一次希望施設のみを記入し

ている背景は何なのかというところです。さっき

言ったとおりとか。 

  だから要は一人一人に寄り添ったような形でや

らないと、単にバンと２０５人を１歳児であれば

引くことはいいのかどうか。最終的に７人ですと

いうのが、他区他市には足立区は今年度最終的に

７人の待機児でしたしかいかないわけですから、

そうではないだろうという区民の声というのも出

てくるだろうし、我々議員にもそういう声が来る

のではないかなと。実際来ている例もあるわけで

すけれども。 

  この点に関しては他区他市もこういう形で国定

義の方からはずして最終的に出しているからこれ

でいいのだという、そういう認識ですか。 

○保育・入園課長 他区につきましても同様な基準

で行っているところです。 

○岡安たかし委員 ではなくて、それでいいのかと

いう認識ですか、足立区は。 

○保育・入園課長 失礼しました。それでいいと捉

えております。 

○岡安たかし委員 私は違うと思います。やっぱり

そこはちゃんと７人は７人で出しても、背景も捉

えた上できちんとこういう報告資料とかには出す

べきではないかなと。 

  とは言えということで、とはいえ、この１歳児

２０５人の中での例えば３７人はやはりこれは待

機児に数えなければいけないぐらいのレベルのも

のなので、しっかりここももうちょっと頑張って

いかなければいけないとか、そういう報告であっ

てほしいとも思うのです。 

  やっぱりそういったところで考えると、先ほど

もありましたけれども、本当にここにも書いてあ

りますが、今後の需要とかをしっかりと把握して、

８ページですか、地域ごとの詳細な保育需要の分

析、状況に応じた対策、ここにやっぱり掛かって

くると思うのです。この点やっぱり今後はそこを

しっかり押さえなければいけないと思うのですけ

れども、この点どうでしょう。 

○子ども家庭部長 先ほどの６ページの指摘事由の

ところは、指摘事由の中身は我々把握しておりま

すので、ただ、この２０５人の内訳の多種多様さ

がどれくらいなのかというのは分からないのです

けれども、ある程度上位３件、多い順に３件ぐら

いは表現できるかなと考えておりますので、そこ

はしっかり見せていきたいと考えております。 

○岡安たかし委員 長くなるから言わなかったので

すけれども、私の方にも相談があった例では、や

っぱりさっき言った兄弟姉妹で園が違ってしまっ

て、第一次不承諾だけれども、こっちどうですか。

渋々やっぱりそれは受け入れざるを得なくて受け
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た。だけれども、大変なのです、やっぱり今。違

う園に送って違う園に迎えに行っているわけです

から、それは近いかどうかというのもまた難しい

ですけれども、結構自転車で七、八分掛かるとこ

ろに行っちゃっているわけです。 

  やっぱりそういったところをどうやって今後な

るべく第一次不承諾になった中で背景をしっかり

見て、御本人の意向に沿った形で解決していける

かが本当の意味での待機児７人というのにつなが

っていくのではないかなと思いますので、これは

要望です。よろしくお願いします。 

  それとさっきあった８ページの申請不可、分か

ります、これは。例えば私もサラリーマン時代は、

京橋、東京駅から歩いて１０分ぐらいのところの

会社に通ってました。だからといって、京橋の近

くに保育園に申し込むとか、そんなことを全ての

日本中でやっていたら大変なことになるなと。や

っぱり自分の住んでいるところにという原則があ

ってしかるべきだとは思うのですが、さっきぬか

が委員も言ってた、申請不可というのは不可です

から、ここを例えばマイナス３０とか、ほぼかな

りきついけれども、でも空きがあれば入れるとい

うような形という、全く塞いでしまうのか、少し

は針の穴でも穴を残していくのかは違うと思うの

ですけれども、この点どうでしょうか。 

○保育・入園課長 現在は、恐れ入ります、やはり

申請不可という形でやらせていただきたいと考え

ております。 

○岡安たかし委員 他区と大体同等だというのを言

われたのですけれども、他区の状況というのは、

口でペラペラと言われても分からないので、ここ

を教えてほしいなと。２３区、もっと言えば市ま

で入れて東京中どうなっているのと。いいや、２

３区だけです、まずはどうなっているのかを、本

当に申請不可はそんなに多いのか。そこも教えて

もらえればと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  遡ってこの陳情なのですけれども、１、２、３、

４、５、陳情の要旨５点あるうちの、老朽化ある

いは３番の人数の保育士配置支援を要する声のこ

ういったところはそれなりに説明の方でもこれだ

けやってきていますというところ、理解できると

ころでございます。 

  ４番に関しては無償化が進みましたので、ほぼ

これはそっちの方向に向かっているという意味で

は、今度５番というのがやっぱり大事になるのか

と思うのですけれども、ここはただ見解の相違と

いうのがあると思うのですけれども、当然区が考

えているのと今度陳情者の方たちとの見解の相違、

この３１園、実際には３０園なのでしょうか、３

ページには３０園と書いてありますけれども、こ

の３１園なり３０園を廃止にする計画を撤回して

ほしいに対して、区としてはこの１６園以外はこ

っちの３ページに書いてある各施設の更新時期な

どに民営化、統廃合等の方針ということでいいの

でしょうか。 

○保育・入園課長 岡安委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○岡安たかし委員 そうしますと文言どおりでいけ

ば廃止ではないのかなと。ただ、やっぱり民営化

というのは区立園で残してほしいという意味なの

でしょうし、この陳情者は。統廃合というのはや

っぱり二つが一つになったりということではなく

なっていくという意味で、ただ、ここに関しては、

ここにいろいろるる書いてあるとおり、イです、

必要に応じて柔軟に見直しを行うということで、

これに関しては固定化したものではないと考えて

よろしいでしょうか。 

○子ども家庭部長 岡安委員おっしゃるとおりでし

て、施設更新計画は実は令和３８年が最終の第５
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期のお尻になっているのです。令和３８年という

と３０年後ですので、それぞれ３０年後の姿を更

新計画で示したというところなので、当然その

時々の状況によって増えたり減ったりしてくるの

かなと考えておりますので、現段階ではという形

で御理解いただきたいと思います。 

○岡安たかし委員 分かりました。そこは柔軟にお

願いしたいと思います。 

  １番のところのさっきの第一次不承諾と、もう

一つが年度途中の入所希望者にということで、２

ページの方の表に年度途中の待機児、すごい増え

ているなという実感があります。４歳、５歳、６

歳、ゼロ歳も１歳も増えているわけですけれども、

先ほど答弁の中でイのところの年度途中の待機児

対策で小規模保育の人数の弾力化と話していたの

ですが、そこは書いてないではないですか、ここ。

ちゃんとそういうのを書いてほしいと思うのです。 

  それでいきますと１番のベビーシッターとさっ

き言った小規模保育施設、この辺が待機児対策に

は実効性のある形だと思うのですけれども、今後

増えていく、また、ゼロ歳児も人口が増えている

という中では、来年もまた結構大きく、途中から

という★★も増えるのかもしれないのですが、ベ

ビーシッターと小規模保育施設の弾力化でほぼこ

れは解消に向かえるという見込みなのでしょうか。 

○保育・入園課長 全てのお子さんを救えるという

には、すみません、不明ですけれども、少しは効

果があるものではないかと考えております。 

○岡安たかし委員 少しというと心もとないですけ

れども、年度途中に入ってきたら足立区は入れな

い、やっぱり会社も復帰できないという、なかな

か後ろ向きな評判ではないですけれども、足立区

は全然年度途中は入れない区だとならないように、

是非そこは本当にベビーシッターと小規模保育施

設だけが年度途中の待機児対策の施策なのか、も

うちょっと工夫ができないのか頑張ってほしいと

思いますので、これは要望です。よろしくお願い

します。 

○いいくら昭二委員 私からも陳情の件で初回でご

ざいますので質問させてください。 

  私も以前子ども・子育て委員会でもこのような

陳情に接していて、まだこういう議論をされてい

るのだなんていう形で、やはり足立区としてもし

っかりとやっていかなくてはいけないのだなと、

区民の皆様方の御要望が強いんだなんて感じて今

聞いていたわけでございますが、この陳情の要旨

のところで先ほども他の委員からも質疑があった

のですけれども、第一次不承諾ということで、令

和５年９月８日の陳情のときには、趣旨を読むと

７７８名の第一次不承諾だったのですけれども、

今回約３年ぐらいたって１，０１９名ということ

で、他の委員からも増えたということで、区はそ

の間当然にこの陳情をしっかりと議論されていた

のですけれども、具体的な第一次不承諾をなくす

ために陳情を議論する中において、区としてどの

ような形で、何がこのように３００人ほど増えて

しまったか、その点について総括はしているので

しょうか。 

○保育・入園課長 総括、細かな原因というのは、

恐れ入ります、正直私どもの方もやはり入園希望

が増えているという想定で捉えることしかできな

いのですけれども、ただ、第一次不承諾を極力減

らすように年度途中の退所者であるとか辞退者で

あるとか、そういった方たちを極力反映させて空

き状況を増やして対策はとっているところでござ

います。 

○いいくら昭二委員 部長にお伺いしたいのですけ

れども、やはり増えてしまったということで数字

が結果として物語っている部分において、例えば

この陳情がずっと継続になった場合、来年また増
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えてしまったら、これは忘れたというわけにいか

ないと思うのですけれども、部長、どうですか。 

○子ども家庭部長 第一次不承諾は確かに増えてい

ます。ただ、待機児はほぼ増えてない状態です。

それが実際、第二次で入っている方が多いのか、

それはマッチングがうまくいっているのか、それ

とも第一次の段階で申込みが偏っているのかとか、

その辺は分析しないといけないのですけれども、

実際待機児的にはあまり変わらない状況ですので、

マッチングを事前にきっちりやるということがま

ず大事なのかなとは考えております。 

○いいくら昭二委員 どのようなマッチングするか、

やはりしっかりと見ていかなくてはいけないです。 

  先ほど議論あったのですけれども、２ページの

イのところの、私もやはり入所不承諾となった保

護者への情報提供の強化という部分が多分功を奏

してしているのだろうと思っているのです。 

  やはり情報提供の強化という、その前にもしっ

かりとやっていってもいいのではないのかなんて

いう形、それがせっかく区の方が努力されている

のにもかかわらず、数字としてあまりうまく反映

されていないのではないのか、そこら辺の予防的

な分においては、区としては今後何か考えている

ことはあるのでしょうか。 

○子ども家庭部長 いろいろと考えているのですけ

れども、より踏み込んだ第一次不承諾をなくす方

法としては、他区のように、どこの区とは言えな

いですけれども、第８希望までちゃんと書かない

と待機児にしますとかそういう区もあるのです。

そこまでやっちゃうと単なる第一次不承諾を減ら

すとか待機児を減らすための対策になってきます

ので、そういうところはやりたくないので、でき

るだけ保護者の意向に沿った保育園を案内してい

くという形はしっかりとやっていきたいと考えて

おります。 

○いいくら昭二委員 今数字の遊びはしたくないよ

うだという話を言われたのですけれども、でもや

はり数字として出てしまっているわけで、区民の

皆様方が心配されてということもしっかりと認識

していただきたいと、これ要望しておきます。 

  前の子ども・子育て委員会のときにも議論され

ていたのですけれども、先ほど議論がありました

公立保育園３１園を廃止する計画を撤回すること、

これは先ほど部長の方で必要なときは造っていく

ということであるのですけれども、あと３０年先

ですという話なのですけれども、数字はしっかり

と一人歩きするという部分において、やはり状況

に応じた形での、私も３年ほど前にたしか子ど

も・子育て委員会で委員になっていたのですけれ

ども、そのときには１６園というのを弾力的に考

えていくという話を私自身は認識しているのです

けれども、区としては、そこら辺弾力的に区民の

皆さんと寄り添った上で心配ないような公立保育

園の体制という形でよろしいでしょうか。 

○保育・入園課長 いいくら委員おっしゃるとおり

でございます。 

○いいくら昭二委員 もう１点ですけれども、もう

一つの陳情の方なのですけれども、５受理番号４

８のところで確認ですけれども、区の方は、１歳

児のところは足立区の保育士配置基準は国より５

対１ということでしっかりとされているのですけ

れども、これはどのような効果があるのか、そし

ていつからこのような形でやっているか、その点

について初回でございますので教えてください。 

○子ども政策課長 実際には令和６年から配置基準

は変わっていますので、そちらの方で対応してい

るところです。 

○私立保育園課長 足立区の１歳児の部分について

は、足立区は東京都全体で取り組みしておりまし

て、正しく今何年からやっているかという数字は
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持ってないのですが、かなり前から５対１でやら

せていただいているところでございます。 

  その結果として保育士が手厚く配置されている

というところで、児童への保育がそれだけ手厚く

できているのではないかとは捉えております。 

○いいくら昭二委員 お伺いしたいのは、現場感覚

として１歳児の５対１とそのほかの区の基準にお

いてどのような形で効果が違っているのか、どの

ような形でよくなっているのか、その点について

判断できることがあったら教えてください。 

○保育・入園課長 やはり手厚く人数が１人多いと、

その分お子さんに向く保育の目というか、そうい

ったことがとれるのかなとは考えております。 

○いいくら昭二委員 それだけですかね。そうする

とやはり限られた予算の中でやっていかなくては

いけないという部分で、やはり費用対効果という

ことも考えていかなくてはいけないと、これは事

実だと思うのですけれども、お伺いしたいのは１

歳児の５対１という部分においては今後ずっと５

対１で国基準よりより手厚くやっていくという形

でいいのか、それともまた元に、その点について

はどうなのでしょうか。 

○私立保育園課長 この５対１については足立とし

ては当面変える予定はございません。また、国の

方も基準を見直しておりまして、将来的には１歳

児については５対１にする予定だというところも

国の方が発表しているところでございます。 

○太田せいいち委員長 ほかに。 

○富田けんたろう委員 私から、５受理番号３９で

１点だけお伺いしますけれども、保育料の第１子

無償化に伴う都からの補助金、給付金等々で３億

円ちょっとですか入ってくるということに関して

審議会でもいろいろ話がありました。実際補正予

算も今回ありましたけれども、改めてこのお金を

やっぱり保育の質の向上に使うべきだという声が

実際現場の方からもあったわけです。結局どう使

っていくのだというところを、本来この委員会で

もう少し報告資料欲しかったと思っているのです

けれども、その辺り改めて教えていただきたいと

思います。 

○私立保育園課長 先ほど佐藤委員からも質問あり

ましたとおり、ゼロ歳児の未充足部分については、

まずは取り組みたいと考えております。 

  また、その他各保育事業者からもこれから声を

聞く場面等がございますので、それの意見等を踏

まえて検討していきたいと考えているところでご

ざいます。 

○子ども家庭部長 単純に言えば、保育園に１人保

育士を配置するという形で、実は今課長が答弁す

ると思ったのですけれども、その試算もしており

ます。多分１人配置した瞬間６億円掛かる形なの

で、優先順位を付けて何を優先すべきか、ほかの

子育て支援策もありますので、これは総合的に考

えるしかないのかなと思っております。 

○富田けんたろう委員 うちの会派は私立幼稚園の

預かり保育についての拡充も予算要望で求めてき

ました。実際に今年度から拡充もいただいていま

す。 

  ただ、保育の認定の有無についてはまだこれか

ら議論、数字の算定をしていくという議論がちょ

うどこの前あったばかりですから、是非そこは満

遍なく優先順位を付けてやっていただきたいと思

いますので、そこも含めて改めてもう一度御答弁

お願いします。 

○子ども家庭部長 子育てサービスはいろいろなサ

ービスがあって、今度始まる全家庭訪問事業もあ

りますし、一時保育とか一時預かりの無償化とい

う話もあります。 

  また、保育園の保育士につきましては１人増や

しただけで６億円掛かりますので、何を優先すべ
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きかというのはいろいろな議論を含めて我々の方

も検討していきたいと考えております。 

○高橋まゆみ委員 私もこちらの６ページの除外し

た児童数のお話をしたいのですけれども、私自身

が以前松戸市に住んでいたときに葛飾区の保育園

に入れておりました。それはなぜかと言うと、２

０１１年の首都直下の大地震ありました。あのと

きはやっぱり子どもを手元に置きたいというよう

な気持ちがあったのです。なかなか大地震が起こ

った後にすぐに戻れない、だからこそ職場の近く

にということで、その当時は松戸市にはすごく保

育園がたくさんあって待機児童ゼロだったのです

けれども、あえて葛飾区に申し込んだという経緯

がありました。 

  区の考える申請不可というのも分かるのですけ

れども、こういったことを踏まえた上で、要は選

ばれる保育園というものをつくっていけばいいか

と思うのです。この表のあるように保育園が恐ら

く人口で割り振っているのかなというところも見

られるのですけれども、やっぱりインフラがしっ

かりしたところに住んでいる方と、そうでないと

ころの方というのはすごく差が出ると思うのです。 

  その中でもこの保育園がいいというところに集

中してしまうということは、逆を言えば、遠くで

もここに入れたいというような保育園を造ってい

けば、また話が変わってくるのかなと。 

  やっぱり自分の体験ですけれども、車で送って

いったとしてもしっかりと勉強を教えてくれると

か、しっかり遊びを教えてくれるとか、何か特化

したような保育園だったりとかというところを進

めていくともっとばらけるのではないかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○私立保育園課長 例えばですけれども、私ども指

定管理等をやっておりますので、指定管理を選定

する中で、例えば各事業者でいろいろな保育の取

組等のアピールがありますので、そのアピール等

も加味した上で指定管理者を決めるという作業が

ありますので、そうした中で各事業者、いろいろ

特色ある保育等をやっておりますので、その辺も

アピールしていくような形では取り組んでいきた

いと考えております。 

○髙橋まゆみ委員 先ほどホームページを案内して

いるという言葉があったのですけれども、マッチ

ングシートみたいな、一人一人親が求めるものは

違うと思うのです。そういったときにマッチング

シートみたいなものを作って、ここどうですかと

いうような周知をさせるともっと親御さんも全部

を見るわけにいきませんから、足立区といえ、車

で端から端まで行ってもたった３０分ですから、

本当にその子どもたちに必要だと思ったら親は連

れていくと思うのです。なので、是非その辺りを

考えていただきたいのですけれども、いかがでし

ょうか。 

○保育・入園課長 貴重な御意見ありがとうござい

ます。保育コンシェルジュの方でそういった取組

ができるかというのを部内で検討してまいりたい

と思います。 

○髙橋まゆみ委員 是非お願いいたします。 

  以上です。 

○渡辺ひであき委員 あまり質疑をするのは控えよ

うと思っていたのですけれども、答弁を聞いてい

て幾つかどうしても聞きたくなってしまいました。 

  去年の委員会構成が代わった際の議事録を読ん

でみると、やっぱり第一次不承諾のことについて

の議論がされていたということを確認できるわけ

であります。それにもかかわらず、今年、数字に

ついて載せていないというのを改めてお伺いした

いと思います。 

○保育・入園課長 数字について掲載しなかったの

は申し訳ございませんでした。 
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○渡辺ひであき委員 これは会派がどうだとかそう

いうことではなくて、皆さんの一生懸命仕事をさ

れているのはもちろん重々分かっているのですけ

れども、議事録にそれがあったならばそれは載せ

るべきなのかなと思います。 

  さて次に、報告の中にあった令和７年４月１日

の保育所等利用待機児童の状況についてのいろい

ろな資料が提示されましたけれども、これを載せ

た理由は何でしょうか。 

○保育・入園課長 今後詳細な分析をしていただき

たく、載せたものでございます。 

○渡辺ひであき委員 数字はどういう表現をしてい

ただけるかによって私たちの受取り方、区民の受

取り方も違うと思うのです。 

  これまでも議論があったように、まず最初に令

和７年４月１日現在、待機児童数７人と出ている

わけです。そうすると本当に足立区は頑張ってい

るのだなと。でも中身を見ていくと、さっきから

ぬかが委員や岡安委員から指摘があったように３

９６名の除外した児童数というのが出てくるわけ

であります。したがって、こういう数字をどう出

すか、いろいろな地域性はあるのでしょうけれど

も、やっぱりこういうこととこういうこととこう

いうことがあって、それを全部除外した結果の待

機児童が７名とこういう表現をした方がやっぱり

分わかりやすいのだと思います。いかがですか。 

○保育・入園課長 次回そのような改善はしていき

ます。 

○渡辺ひであき委員 それをしてくれというのでは

なくて、そうした方が分かりやすいのではないか

と思うけれども、どう思いますかということであ

ります。 

○保育・入園課長 そのとおりでございます。 

○渡辺ひであき委員 全国的にお子さんが減ってい

って、ただ、足立区では２１７名ゼロ歳児が増え

たということであります。 

  そうした意味でいろいろな地域で開発計画があ

ったり、北綾瀬でまたこれからマンションが増え

るだろう、千住の大川端で増えるだろう、そうし

た際にどうした行政需要が増えていくだろう、こ

れを正確に見越すということはなかなか難しい。

かなり難しいことだと思います。 

  併せて、さっき答弁があったように、施設の更

新計画も含めて様々あるゼロ歳児、１歳児、２歳

児、それは３歳児以降、また、その業者がどのよ

うに考えているか、広域行政としてどう考えるか、

こんなことも全て総合的に部長がおっしゃったよ

うに考えていかないと解決策が出てこない。 

  ただ、先ほどこの２０５名について岡安委員か

ら議論がありましたけれども、その部分に対応さ

れた職員の方がいるわけでありますから、そのこ

とによる、皆さんが一例一例全部を把握すること

はできないにしても、その傾向については見られ

ているのだと思いますが、お骨折りいただいてい

ると思いますけれども、そのことについても骨を

折っていただきたいと。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○土屋のりこ委員 何点かですが、待機児童数の集

計方法のところで特定の保育所等を希望し待機し

ている場合ということで、ア、イ、ウと理由を書

かれているのですけれども、例えば私のところは

今子どもは２歳で、その前が小規模保育で２歳ま

でしかないということだったのでどうするかと考

えたときに、４月の募集を住んでいる地域の中で

区立認可保育園で探すとゼロだったりとか、２歳

クラスでもゼロ、４月当初の募集がゼロと、もう

一つのところもゼロです。 

  もう一つ保育所が空いていたところはあるので

すけれども、そこは一つ空きはあるものの、過去

に不適切保育があったとそこを実際に利用された
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区民の方から聞いたので選びづらいなという事情

もあって、私の場合はいろいろ聞いている中で幼

保小連携をされているということがあったので、

せっかくであればその行く小学校と幼保小連携を

やっている保育施設に子どもを預けたいと考えて、

では、どこがあるかというと行き着いたのが幼稚

園だったということですけれども、私の場合はそ

もそも申し込んでいないので待機にも入らないと

いう、申込みをする前の段階から諦めている、ゼ

ロ、入れないかなと諦めている人も中にはいるわ

けで、もうちょっと第１希望の施設のみ記入して

いるというところの、先ほども背景は何かとあり

ましたけれども、それが例えば私みたいに幼保小

連携をやっているところがいい、不適切保育とい

う話を具体的に聞いたところは嫌だな、こういう

考えだったから、その一つの園を希望している場

合は親のわがままということになってしまうので

しょうか。区の認識どうですか。 

○保育・入園課長 保護者の方のわがままとは捉え

ておりません。 

○土屋のりこ委員 わがままという言葉は使われて

ないですけれども、そう受け取れるようなニュア

ンスで報告をされるのは残念だと思いますし、

様々な親御さんの子どもに対する愛情の込もった

結果なのかなとも思いますので、やはりもうちょ

っとその背景についてを詳細に分析していただい

た方がここの議論にもなじむのかなと思うので、

是非要望したいということが一つ。  

  もう一つ、５受理番号３９の４番のところで、

ゼロ歳から２歳の保育料無償化ということでこの

９月からいよいよ始まりますが、そうなると保育

園にやっぱり預けたいと。子どもを社会的な中で

育てたいと、来年度に関してより希望される方は

増えるのではないかと見込まれるのですけれども、

そこに対する区の認識、対策等はいかがでしょう

か。 

○保育・入園課長 今、土屋委員おっしゃられたよ

うにやはり無償化イコール東京都に転入されてく

る方が増える、更に保育の需要が増えるというと

ころは認識しているところでして、私立保育園で

あるとか、繰り返しになりますが、小規模である

とか、公立も含めなのですが、面積に応じた定員

をより増やせるような、そういった取組はしてま

いります。 

○子ども家庭部長 午前中、実は幼稚園協会との懇

談会というのをやっていまして、幼稚園のかなり

厳しい状態になっておりますので、我々本年度預

かり保育を拡充しましたけれども、そういう待機

児童の一翼を担っていただく幼稚園の方の支援も

今後考えていかないといけないのかなとは考えて

おります。 

○土屋のりこ委員 幼稚園の空きがあるところで可

能であればそこで受け入れるということもあると

思いますし、私も悩んだのですけれども、では、

うちが幼稚園に行って保育園が一つ空けば、その

椅子は本当にもっと必要な方に行くかなという考

えもあって幼稚園を選択したのですけれども、仕

事との両立ができるかどうか、この１年やってみ

ないと分からないところではありますが、そうし

た様々な、ここに書かれたベビーシッター利用支

援事業とかだけではやっぱり来年度もっと厳しく

なるだろうと思われますし、幼稚園に対してより

支援をすることで保育室の確保に工事が必要にな

るかもしれないし、幼稚園の場合だったら行く行

くは制服を買ってとか、バスのお金も要ったり遠

足代も要ったりというところでの負担感もあるか

もしれませんし、様々そういった支援を行う中で

必要とする子どもがきちんと保育受けられるよう

にということで、来年４月に向けて対策を是非お

願いしたいということで要望いたします。 
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○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○太田せいいち委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 様々、各委員からの議論もあり

ました。やはり例えば第一次不承諾の数字が出て

ないとか、この数字の問題も今後検討も必要かな

と思いますし、出し方もいろいろ出し方が多分あ

ると思いますが、そこも検討いただくというのは

要望したいと思います。 

  その上で、今回最初の委員会ということですの

で、２議案とも継続でお願いいたします。 

○いいくら昭二委員 我が会派といたしましては、

５受理番号３９におきましては様々な議論があり

ました。やはりこの陳情を通じて議論するという

ことはすごく大切なことであって、しっかりとま

た行政と意見を交えながら、区民の皆様方により

よい子育て支援対策を持っていきたいということ

で、今後また議論していきたいということで継続。 

  また、もう一つの５受理番号４８でございます

が、この部分に関しましても、我が会派としては

国又は東京都の動向を見ながらということで、し

っかりこの機会を通じて議論していきたいと思っ

ておりますので、この陳情も継続ということでお

願いします。 

○ぬかが和子委員 まず、５受理番号４８について

ですけれども、先ほどの質疑に対しての答弁で、

私はもっとちゃんとはっきり答えていただきたか

ったと思っています。 

  １歳児が５対１になったというのは、それこそ

東京都がもともと独自の基準として５対１、先行

してやったわけです。それからもっと言うとゼロ

歳児だってそうでした。 

  そういう中で国基準はひどい。私、保育士資格

持つ者からすればひどい基準だったのだけれども、

都基準で５対１とか、３対１とか先行してやって

たわけです。それがある時期に都基準はもうなく

なって国基準になったと。 

  だけれども、現場の保育士や様々な声の中で、

足立区では現状維持していたというのが事実で、

そういう一つ一つをきちんと言っていただくとい

うことが議論の前提として大事なのではないかと

思っていますので、それは強く主張したいと思い

ます。これについては採択を求めたいと思います。 

  それから５受理番号３９ですけれども、これに

ついても先ほどの第一次不承諾の数字が出てない

とか様々な課題があるということで、私自身個人

的にはもっと議論したいという気持ちはあります

が、私たちの会派としてはこれは採択でいこうと

考えておりますので、採択ということでお願いい

たします。 

○富田けんたろう委員 ５受理番号３９については、

今議論があったとおりまだまだ話し合わなければ

いけないと、見守らなければいけないという意味

で継続を主張します。 

  ５受理番号４８については陳情の原文に今回ま

たアプローチをしましたけれども、二つあるのか

なと、趣旨の方は。一つは保育士の配置基準の見

直し、引上げであって、処遇改善というのが一つ

目で、二つ目の趣旨というのが社会保障の削減や

国民の負担増による財源確保ではない子ども予算

の確保を国に求める、そういった意見書を出して

くれという話だと思うのです。 

  一つ目の趣旨についてはまだ議論が必要だけれ

ども、前向きにやっぱり進めていかないといけな

いと思う一方で、国民にも負担を求めませんと。

社会保障の改革もやりませんで、このままだとど

うやって子ども予算を確保するのですかという議

論になってくるわけなので、やっぱり財源論とセ

ットでやっていかないと結局現役世代に負担を強
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いることになりかねないと思いますので、その点

においても財源についての議論もやっぱり必要だ

ろうと思いますので、これについても継続という

ことを主張します。 

○佐藤あい委員 どちらもまだ議論が必要かと考え

ておりますので、どちらも継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 どちらも大事だと思いますので、

採択でお願いします。 

○高橋まゆみ委員 両方まだまだ話があって詰めて

いかなければいけないと思うので、両方継続です。 

○太田せいいち委員長 それでは採決いたします。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

[賛成者挙手] 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。した

がいまして、継続審査と決定いたしました。 

  次に、６受理番号１１ 子どもを産み育てやす

い新たな制度を求める請願を単独議題といたしま

す。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項⑦令和６年度「あだちスマイ

ルママ＆エンジェルプロジェクト（ＡＳＭＡ

Ｐ）」の実績及び令和７年度の主な取組方針に

ついて、⑬こども家庭センターの機能設置につ

いてが本請願と関連しておりますので、併せて

執行機関に説明を求めます。 

○子ども家庭部長 では、請願・陳情説明資料の８

ページをお開きください。 

  受理番号１１の方につきましては、請願の趣旨

一つ目は保健師など様々な専門家が母子支援を行

ってほしいということ、二つ目として子育てアプ

リを活用した支援事業、また、家族の養育力を高

めるための支援をしてほしい、三つ目として子ど

も版地域包括支援センターを構築して伴走型支援

の展開をしてほしい、四つ目として子ども・子育

て世帯に特化した孤独・孤立対策を求めるという

ものでございます。 

  内容及び経過のところです。 

  一つ目といたしましては、これは衛生部でやっ

ているＡＳＭＡＰ事業の方で妊娠期から切れ目の

ない支援を行っておりまして、別紙の１０ページ

に資料を付けさせていただいております。 

  また、家族の養育力を高めるための支援といた

しまして、家庭訪問時の支援であるとか、こども

家庭相談課の部分で養育支援訪問事業などを行っ

ております。 

  また、アプリケーションを活用した相談体制の

環境の整備では、足立区ではないですけれども、

東京都で「ギュッとチャット」というチャット機

能を付けたものであるとか、区の方でも１０月か

らアプリケーションで相談機能ではないですけれ

ども、子育て支援アプリを導入する予定でござい

ます。 

  また、４番の子育て包括支援センター事業とい

うことで伴走型支援、今、保健所等で行っている

支援は記載させていただいております。 

  報告で関連して報告をさせていただきます。 

  教育委員会の報告資料の１５ページをお開きく

ださい。 

  これに関連して、こども家庭センターというも

のを足立区でも機能設置したいと考えております。

こども家庭センターというのは、母子保健と児童

福祉の一体型施設で令和６年度から努力義務とさ

れております。 

  今回項番２のところ、こども家庭センターが、

いわゆる建物を一つ造るのではなくて、機能とし

て設置ができるというところで他区も去年から随

時設置が進んでいるところでございます。足立区

としても１０月からこども家庭センターの機能設

置をしたいと考えております。 
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  運営体制につきましては項番３のところで、現

在やっている衛生部のところとこども家庭相談課

の部分をこども家庭センターとして位置づけて連

携していきたいと考えておりまして、１６ページ

で、これまで従来の取組も行っているところです

けれども、新たに連絡調整会議やシステムの共有

化して見られるような形をしたり、個別のケース

の会議とかサポートプランを作るというような形

をやっていきたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○衛生部長 では、衛生部の報告資料２ページを御

覧ください。 

  請願に関連した報告として、件名、令和６年度

あだちスマイルママ＆エンジェルプロジェクト

（ＡＳＭＡＰ）の実績及び令和７年度の主な取組

方針について報告いたします。 

  ＡＳＭＡＰ事業の実績についてのうち、スマイ

ルママ面接ですけれども、令和６年度面接者数４，

６０９人となりました。 

  また、その結果、妊娠届出、こちらのときの届

出によって支援区分を判定しておりますが、特に

支援が必要とするＣ妊婦とＤ妊婦、Ｃ妊婦につい

ては５５．２％で前年と比べますと１．７ポイン

トの減、Ｄ妊婦、一番支援が必要となる妊婦にな

りますが、９．３％で０．６ポイントの増となっ

ております。 

  その下にグラフを示しておりまして、Ｄ妊婦は

ここ五、六年で見ますと全体としては９％前後常

にいらっしゃる、推移しているという状況になり

ます。 

  続いて、令和６年度の主な経済支援の事業の実

績ですけれども、４ページを御覧ください。 

  あだち出産・子育て応援事業で出産応援ギフト、

これは妊娠時、スマイルママ面接で御案内してお

りますけれども、令和６年度は４，２８４件でし

た。 

  続いて、子育て応援ギフト、こちらはこんにち

は赤ちゃん訪問で御案内しておりますが、４，２

６８件となっております。 

  次のページになりますが、ファーストバースデ

ーサポート、こちらは１歳児にアンケートを郵送

して育児状況を把握して、その後こども商品券を

お送りしておりますが、令和６年度は３，９７５

人となっております。 

  また、この際のアンケートで「育児について相

談できる相手はいますか」という設問に対して、

「いる」と答えた割合は９７．６％となりました。 

  続いて、宿泊型・日帰り型産後ケアですけれど

も、令和７年度は待木医院と東京女子医大附属足

立医療センターが新たに新規で宿泊型が増えてい

るほか、長門クリニックの方も日帰り型を開始し

ております。 

  利用者数は令和６年度は４７７人で２，２４４

日の実績となっております。 

  次のページ、８ページになりますけれども、こ

ういった中で感想や意見をいただいておりますが、

その他の意見のところで訪問型産後ケアがあれば

利用してみたかったという御意見をいただいてお

ります。今年度４月１日から東京都助産師会葛飾

足立地区分会に所属する助産師により開始してい

ただいております。 

  今後の方針ですが、産後ケアについては、今後

も増加する需要に対していくため利用しやすい環

境を整備してまいります。 

  また、東京都や国の出産・子育て応援給付金等

を活用し、伴走型支援と経済的支援によりＡＳＭ

ＡＰ事業を着実に実施してまいります。 

  以上でございます。 

○太田せいいち委員長 続いて、過去の審査状況に

つきまして区議会事務局長に説明を求めます。 
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○区議会事務局長 本請願につきましては、区の取

組状況を踏まえて今後も議論を深めていく必要が

あるという意見が多く、継続審査となってござい

ます。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○岡安たかし委員 私も子ども・子育て委員会は久

しぶりですけれども、副議長として聞いていたと

きはありますが、この請願の要旨四つ、やってな

いものはないですね、区として。やっているとい

えばやっているということになるわけで、あとは

この請願の求める制度というか、どこまでいけば、

いや、もうこの請願は満たされましたということ

になるのかというところだとは思うのですが、な

かなか難しいというところがあるかと思います。

どこまでいっても充実というのはこれでいいとい

うところはないのかなとも思いますし、ただ、や

っぱりこの中で一つ一つ令和６年より令和７年、

令和５年より令和６年と年々充実してきていると

ころを見ると、区もそれなりに予算を付けながら、

また、その時々の区民の要望を受けながら充実し

てきているのだとは思ってるのです。特に先ほど

報告があったＡＳＭＡＰのところはかなり充実し

てきているなという感じはいたします。 

  この３番の「ＮＰＯと協力し」と書いてあるの

ですけれども、ここというのはまだまだ余地があ

るのかなと個人的には思っているのですが、この

辺は答えられる範囲でどれぐらいＮＰＯの地域支

援者と協力して伴走型支援をやっていると言える

のか、その辺教えてください。 

○こども家庭相談課長 私どもこども家庭相談課で

はＮＰＯ法人と協力いたしまして、養育困難家庭

の皆様へ、例えばですと家事支援ですとか送迎支

援を行わせていただいております。 

○岡安たかし委員 大分はしょった話ですけれども、

いろいろやっていますよね。例えば子育てパレッ

トとか、ぷらちなくくらぶとか、子ども食堂とか、

子育て関係だけで足立区で調べましたら３０団体

ぐらいＮＰＯはあるわけです。それぞれに区は全

く関与してないというわけではなく、連携しなが

らやっているのだと思うんです。特に今言いまし

た、子ども食堂とか、子どもの居場所という意味

でのサードプレイスをやっているようなところと

いうのは、これからももっと連携もとっていくだ

ろうし、これまでもやっていたのだろうし、必要

かなと思っておりますし、ＮＰＯも増えていくの

ではないかなと思っているのです。 

  ここで思ったのがアプリです。９ページの（３）

ですか、これに関しては新しいのができると、提

供開始と。また、新しいのもできるわけです。か

なりこういう今アプリというのが区民にとっては

使い勝手がいいのですけれども、ここに関しては

もっと充実させていくという意味で可能性がある

と思うのですけれども、今こうしていきたいとい

うような方針とかはあるでしょうか。 

○子ども政策課長 現在あるアプリとしましては、

あんしん子育てナビというアプリがございます。

子どもの年齢とか条件に合わせたプッシュ型通知

であるとか、子育ての情報、イベント情報、そう

いったものを通知するアプリに切り替えようと思

っております。 

  いずれにしましても、全庁で子どもに関するイ

ベント、事業等を行っておりますので、そういっ

たところから情報を得まして、今後そちらの方も

アプリに掲載できるように考えていきたいと思っ

ております。 

○岡安たかし委員 やっぱり現場の声、お母さん方

の声というのが、お母さん方だけではなくて、お

じいちゃん、おばあちゃんでもいいのですけれど

も、現場の声は大事だと思っていまして、アプリ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２１  

 

を使って、ここにギュッとチャット、チャットで

すから相談だけではなくて、今、子ども、小・中

学生に意見を聞く仕組みというのを作りましたけ

れども、お互い一方通行でなくて双方向でしっか

りとやり取りができるような機能も是非付けてい

ただきたいと、これは要望です。お願いしたいと

思いうのです。 

  これ思ったのは９番の問題点等と書いてあるの

ですけれども、書いてある内容は別に問題点では

ないと思うのです。問題点等であれば問題点をし

っかり書くべきだと思いますし、これは今後の方

針とか国の方針ということではないかと思うので

す。どうですか、問題点ですか、これ。 

○子ども政策課長 ９ページの（３）につきまして

は、確かに問題点というよりも今後の方針に近い

ものだと思いますので、大変失礼いたしました。 

○岡安たかし委員 正確にお願いしたいと思います。 

  １点最後にします。スマイルママ＆エンジェル

プロジェクトの報告の中で、本当に充実してきて

いると思うのですけれども、特にお金に関してよ

く区民の皆さんから聞かれるのですが、何かこん

がらがってしまうのです、いつも。もらう人目線

で考えたときに説明してほしいのです。国や都や

区なんていらないから、妊娠時、出産時、１歳児

に何を幾らもらえるのか教えてもらいたいです。 

○保健予防課長 これは今年度のバージョンで説明

させていただきます。 

  妊娠のときに５万円の現金、今年から現金にな

りました。それから出産したときには５万円の現

金と、東京都に切り替わったのですけれどもギフ

ト券方式がございます。東京都は５万円から１０

万円に増加した上で直接受付に替わっております。

それから１歳になったときのファーストバースデ

ーサポートとして、これは子どもの人数によりま

すけれども６万円から８万円になります。全部合

計すると、第１子目ですと２７万円になります。 

○岡安たかし委員 ２７万円にならない。妊娠時の

区の１万円というのはないのではないですか。こ

ども商品券。 

○保健予防課長 申し訳ございません、妊娠時は５

万円の現金以外に１万円のこども商品券がござい

ます。失礼いたしました。 

○岡安たかし委員 そうすると出産時は５万円、１

０万円、さっき言った区とかどうでもいいです、

１５万円もらえるということでいいですね。現金

で。 

○保健予防課長 現金の５万円と東京都のギフト券

１０万円でございます。 

○岡安たかし委員 そうすると東京都は相変わらず

１０万円の方はギフト券のままですか。 

○保健予防課長 実はそのとき東京都は国と同じよ

うに現金にされたらどうかということをいろいろ

お話はしたのですけれども、あくまでも子育て支

援のものを選べるようなギフト方式にこだわると

いうことでございました。 

○岡安たかし委員 分かりました。 

○富田けんたろう委員 今、岡安委員と課長とのや

り取りの中であんしん子育てナビの話が出ました。

これはメールだと思うのですけれども、登録者は

実際どれくらいいらっしゃるでしょうか。 

○子ども政策課長 現在、あんしん子育てナビの登

録者については約３万４，０００名になります。 

○富田けんたろう委員 その中で正直毎回同じ文章

が多分送られていて、その詳細みたいなのが実際

すこやか赤ちゃんメール基本情報という形で今ホ

ームページで公開されていますけれども、実際開

封率というのはそこら辺も区の方で確認できるも

のでしょうか。分かれば数字とか教えていただき

たい。 

○子ども政策課長 質問がよく分からなかったので、
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もう一度お願いできますか。 

○富田けんたろう委員 要するに送っているメール

をどれくらいちゃんとみんな開封しているのか、

３万４，０００人登録されていて、送ってもあま

り開封されてないのであれば、その辺りをお聞き

したいのですけれども。 

○保健予防課長 あんしん子育てナビのメールのこ

とでしょうか。 

  メールは開けたかどうかは分かりませんけれど

も、私も登録していますけれども、必ず見ている

ようにいたします。たまった状態がすぐ分かりま

すので、すぐ見ているようにしています。 

○富田けんたろう委員 私が実際にママから聞いた

話が、送られてくる内容が若干実態に即してない

内容が送られてきていると。例えば２歳になった

らトイレのトレーニングを始めましょうと送られ

てきたと。でも、まだまだ２歳では難しいという

お子さんもいっぱいいて、メールの文面を読むと、

始めないといけないみたいな、トレーニングを２

歳から始めないといけないですみたいな書きっぷ

りだったということで、結構焦ったという声もい

ただいているのです。ですから改めてこのメール

の内容については、実態に合わせてもう一回考え

ていただきたいと思うのですけれども、いかがで

しょう。 

○子ども家庭部長 あんしん子育てナビにつきまし

ては衛生部と一緒にやっているところで詳細は分

からないですけれども、アプリに切り替わります。

１０月から切り替わりますので、子ども家庭部は

全てこちらの方でやりますので、その辺は把握し

ていきたいと考えております。 

○富田けんたろう委員 分かりました。 

○ぬかが和子委員 私も何点か質問させていただき

ます。 

  まず最初にＡＳＭＡＰの関係ですけれども、こ

の中で同じ資料が二つ両方に入っているのですが、

ＡＳＭＡＰについては、きかせて子育て訪問事業、

これは実績的にはどんなものでしょうか。 

○子ども政策課長 きかせて子育て訪問事業につき

ましては、現在、年間延べの支援回数ですけれど

も２７８回、令和６年度の実績がございます。 

○ぬかが和子委員 延べで２７８回というのは決し

て多くないと思っているのです。何でこれを言っ

たかというと給付は多くの方が利用しますけれど

も、それ以外のサービスはこれだけメニューがあ

りますというだけでは実態が見えないと思ってい

るのです。きかせて子育て訪問事業は実際には民

間のＮＰＯに委託して、ＮＰＯにボランティア登

録している方々が訪問しているという仕組みでよ

ろしいでしょうか。 

○子ども政策課長 ぬかが委員おっしゃるとおりで

す。 

○ぬかが和子委員 私、そのボランティアで登録し

ている方のお話を聞いてきたのです。非常にその

方はいい事業だと思っていると。保育園、幼稚園

にも行っていない小さなお子様だった、今はそう

だったみたいですけれども、発達障がいといいま

すか、発達に心配がある方、それから上のお子さ

んが発達障がいを持っている中で下のお子さんも

生まれてということで、会って話すと非常に落ち

着いてくださって３か月とか一定のクールの中で

だけれども、役立っているという感じがしてやり

がいを感じているとは言っていたのですが、ただ、

残念な話があるということで、その方も実は元保

健師だったので、たまたま、これは保健師にちゃ

んと相談した方がいいですということで言って、

足立区の方に直接言ったのか、ＮＰＯを介してだ

か、とにかく保健師に相談につなげようとしたそ

うです。ほかの自治体の保健師をやっていた方だ

ったので、すぐに保健師が来てくれると思ったと。 
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  ところが、保健師は足立では訪問しませんと。

育児相談日に来てくださいということで、いつい

つ相談日ですと言われたと。相談日にその方が行

かれなかったら結局はそのままになってしまった、

つまりアシストを受けることができなかったとい

うことだけれども、自分はボランティアだし、そ

こまで立ち入る必要がないから私もそれ以上深入

りはしなかったのですという話だったのです。 

  つまり、それぞれの事業そうなのですけれども、

きかせて子育て支援事業とか、一つ一つは本当に

大事な事業で、それを正にここにつなぐと書いて

あるけれども、つながっていってない部分もある

のではないかと。そういうところの連携をしっか

りと強めていただきたいし、そういう声があった

ときにしっかり対応していただきたいと思ってい

るのですが、どうでしょうか。 

○子ども政策課長 利用者の方の声をお聞きまして、

確実につなげるような形で今後対応してまいりた

いと思っております。 

○子ども家庭部長 きかせて子育て訪問事業のほか

の事業もそうですけれども、特に１０月からは全

家庭訪問事業で我々は家庭訪問に入っていきます

ので、さっきのこども家庭センター、衛生部との

連携もそうですけれども、必ずつなぐ機能は横串

を刺しながら、我々としてもやっていきたいと考

えています。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。 

  正にもう一つ質問しようと思っていたのが、今

年度中に開始すると言っている全家庭を訪問する

というポピュレーションアプローチの具体化の部

分について、今年度の予算としてはある意味目玉

的な事業でもあると私は認識していたのですけれ

ども、子どもを産み育てやすい新たな制度を求め

る請願の議論の中で、ポピュレーションアプロー

チの必要性をいろいろ議論する中で区の方もこれ

をやりますと。紙おむつではなく、絵本をお配り

しに行きますという議論で予算化されて、最初の

委員会なわけです。閉会中の委員会を除けば。何

で報告してくださらなかったのか、また、請願の

説明資料にもその辺の記載について全くないとい

うのはどういうことなのかお伺いしたいのですが。 

○子ども政策課長 現在、ポピュレーションアプロ

ーチの事業の内容については、事業者も含めて選

定中でございます。８月の閉会中になりますが、

そちらで御報告させていただければと思っており

まして、今回については掲載させていただいてお

りません。 

○ぬかが和子委員 予算通過で予算説明資料、あら

まし等々は当然公開されているレベルの話も出て

ないわけ。つまり報告資料として出てないのは今

言った答弁でいいと思うのですけれども、請願の

資料としてはどうなのですかと思うのです。どう

ですか。 

○子ども家庭部長 内容及び経過のところで今やっ

ている事業のところなので、８月の報告でさせて

いただきたいと考えましてこちらは控えさせてい

ただきましたが、現在やっていることは間違いあ

りませんので、少し書ける範囲で書いた方がよか

ったのかなと考えております。 

○ぬかが和子委員 いろいろ議論している中で保育

園を拠点としながら保育士を会計年度任用職員で

雇って、それで訪問してもらうのだということを

言っていたわけです。議論の中では。 

  でも、先ほどの答弁の中では委託先というよう

な言い方をしていて、その辺については会計年度

任用職員等で募集を掛けたのでしょうか。どうい

うことでしょうか。 

○子ども政策課長 大変申し訳ございません、会計

年度任用職員につきましては現在選定をしている

ところでございます。６名募集するということで
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２名ペアの３か所配置ということで今検討してお

りまして、そちらについても選定作業中でござい

ますので、後ほど経過報告させていただきたいと

思っております。 

○ぬかが和子委員 つまり事業としてどう成就して

いくのかというのが非常に見えづらい。全世帯訪

問すると言っているわけで、これでは足りないと

思うし、実は先ほどのきかせて子育て訪問事業の

ボランティアにこういうのも始まろうとしている

と話したら、「あら、それはきっと会えないわよ」

と言われてしまったのです。「だってお留守多い

し、非常に効率が悪いわよ」と言われてしまった

のです。だからそういう課題をどう解決していく

のか、だから私なんかは絵本とかではなくて、お

むつの宅配でもいいと。本当にニーズとしてある

ものでお配りするのが必要だったのではないかと

思っていたのですけれども、だから絵本が駄目だ

と言うつもりはありませんので、やっぱりそこが

事業を始めるし、本当に必要なところに届くのか

どうなのかというところをしっかり考えながらや

っていただきたいし、しっかり報告していただき

たいのですが、どうでしょうか。 

○子ども政策課長 現在選定作業中の事業者も会計

年度任用職員も含めましてそちらの方をまとめて

報告させていただきたいと思っております。 

  また、選定後ですけれども、実施後ですけれど

も、絵本の配布だけでいいのかといったところの

お話をいただいておりますので、アンケート等で

利用者のニーズを捉えながら、今後どのような方

向で政策を進めればいいのかというのを検討して

いければと思っております。 

○佐藤あい委員 私からは産後ケアに関して幾つか

伺わせていただきたいと思います。 

  かなり充実が進んでいるのかなとうれしくも思

っているのですけれども、こちら訪問型の産後ケ

アも始まるということで、今年４月からスタート

しているというところですけれども、訪問型に関

しては対象者は生後１年ということでよろしかっ

たでしょうか。 

○保健予防課長 １歳未満まででございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  今の時点で利用率といいますか、生まれ率とい

うのはいかがでしょうか。 

○保健予防課長 今のところ４月と５月生まれしか

分からないですけれども、速報値としてお伝えさ

せていただくと、４月が２３件、５月が４３件で

ございました。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  認知は広がってきているというような認識でよ

ろしいですか。 

○保健予防課長 そのとおりでございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。安心いた

しました。 

  助産師から先月お話を聞いたときに、なかなか

お申込みのお話が来てなくてというお話をいただ

いていたので、利用が増えているというのはよか

ったと思っております。 

  まだ受けられないという状況は発生していない

ということでしょうか。 

○保健予防課長 今５人の助産師が活動中ですけれ

ども、やはり地域なのか何かで集中してしまうこ

とがあって、二、三週間遅れたりとかということ

はあると聞いております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  分かりました。どうしても集中してしまうとい

うことは起こり得るのかなとは思うのですけれど

も、利用が増えているというのはいいかなと思っ

ています。 

  また、デイサービス型の産後ケアもあるかと思

います。すこやかプラザあだちは５か月までとい
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うことで、ｏｈａｎａ（オハナ）、子育てパレッ

トの方は生後１歳未満という形で差があると思い

ますけれども、すこやかプラザあだちの方は５か

月から更に増やしていくという等は検討されては

いないでしょうか。 

○保健予防課長 すこやかプラザあだちについては

５か月未満になっているのですけれども、今のと

ころ５月から始めたばかりでして、どのぐらいの

利用があるかというのを分析している最中でござ

います。今のところはなるべく小さいお子さんと

いうことで、５か月未満のままで実施していると

ころでございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  ママの様々なお声を聞いておりますと、５か月

未満よりも、それ以上の方がしんどい状況だった

というお声もすごく聞きます。私自身も実際５か

月までよりもそれ以降の方がしんどかったなと。

３人で全員そういう印象を受けております。もち

ろん個人差はあるものだと思いますけれども、保

健指導リソースガイドというところで掲載をして

いるニュースでも、産後鬱というのは産後１年で

も表れてくるという中では、やはり長期的に状況

を見てあげるという必要もあると思います。 

  ポピュレーションアプローチが始まるという部

分では、１年以上たったお母さんへのケアという

のもあると思いますが、様々お母さんがお子さん

をあやめてしまうような事件の中でも、とにかく

子どもと離れたかったというような話も出ている

と思います。 

  産後ケアの対象というのを広げられるような努

力は必要かなと思いますが、いかがでしょうか。 

○保健予防課長 デイサービスについてはｏｈａｎ

ａ（オハナ）が行っているところは１歳未満まで

大丈夫ですし、訪問型も始めましたので、こちら

１歳未満でございますので、利用者アンケートな

ども通じていろいろな状況を調べていきたいと考

えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  是非今後、誰でも彼でも１年以上とかいうのは

なかなか難しいとは思うのですけれども、やはり

精神的に苦しい状況なのが見えられた場合ですと

か、柔軟に１年を超えていても対象になるような

対応などは今後検討できないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○保健予防課長 国のガイドラインによりますと産

後ケアそのものが１歳未満の方が対象ですので、

その範囲内でなるべく拡大してとかという方法を

考えてまいります。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  そちらのガイドラインは承知の上ではあるので

すけれども、やはり産後鬱というネーミングも１

年以内のイメージもあると思いますが、実際鬱症

状というのが１年を超えてから出てくるという調

査結果もありますので、そういったところは柔軟

に検討いただきたいと思います。こちらは要望で

す。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑は。 

○いいくら昭二委員 私から、今回６受理番号１１、

初回の議論になってきますのでまた聞かせていた

だきたいと思うのですけれども、先ほど我が会派

からもこの陳情に関しては、区も一生懸命やって

いるということで、私自身もそう思っております。 

  その中で現状でＡＳＭＡＰということで報告事

項にも出ているのですけれども、平成二十七、八

年頃に議論があった中において、ＡＳＭＡＰが進

んで今こちらの３ページの方にもデータとして年

次推移ということで、ある程度定着してきたのか

ななんていう形で私自身は今議論の中で話を聞い

ていたのですけれども、その中である程度議論し

て１０年ぐらいで六、七年たった中において、今
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後Ｄ妊婦に関してはある程度１０％以下という部

分でなっているのですけれども、区としては今後

この数値をデータの中においてもう少し下げてい

くとか、改善していくとか、そういう部分という

のは今後の取組については何か考えていることと

いうのはあるのですか。 

○保健予防課長 社会情勢がいろいろ変化したりと

かいろいろしていまして、なかなか例えば経済的

な問題だったり、サポートの支援があるかどうか

と非常に難しい問題も含んでいますので、下げた

いところはそのとおりですけれども、少なくとも

これ以上上がらないように努力させていただいて、

それは保健予防課だけの力では無理なので、保健

センターなり、この新しいこども家庭センターが

できますけれども、そういったものをいろいろ活

用しながら対応していきたいと思っております。 

○いいくら昭二委員 この中の数字の中で令和２年

度から全数検査ということでやっているのですけ

れども、やはりチョイスされた検査とほぼほぼ数

値は変わらないのかなんていう形で思うのですけ

れども、区としては、そうしますと今後の方向性、

ＡＳＭＡＰはしっかりとこれからも充実してやっ

ていくというような報告事項があるのですけれど

も、Ｄ妊婦に関しては１０％以下を目途に頑張っ

ていくという、そのような方向でよろしいですか、

衛生部長。 

○衛生部長 まずは予防というところで１０％は超

えないようにとは思いますが、ただ一方で非常に

孤立した子育ての方、また、働きながら非常に忙

しい中で子育てをしている方もいらっしゃいます

ので、Ｄと判断された方が例え２０％になっても、

そこはしっかり支援をしていって１歳児のアンケ

ートでよい結果が得られるようにしっかり支援を

していくというところに重点を置きながら予防に

も努めていきたいと考えます。 

○いいくら昭二委員 それで、やはりこれを見ると

寄り添っていくということで、これからもまた寄

り添いたいというようなお話いただいたのですけ

れども、ある程度データが集まった中において、

Ｄ妊婦の方の寄り添った形での報告事項で意見と

か声とか、区の方でこのような形で今までやって

なかったのをやった中において、例えば区に対し

て嬉しい報告とかそういうものがあったら聞かせ

てください。 

○衛生部長 Ｄ妊婦になる方が全てではないですけ

れども、この中には例えば精神疾患のある方です

とか、あとは御自身が虐待経験があってパートナ

ーもいない中で独りで産んで育てる、お子さんが

夜泣きなどするとアパートで子どもを抱きながら

近所に聞こえないように本当に身をかがめてちい

ちゃくして子育てしているという方がいらっしゃ

います。そういった方に頻回に保健師などが訪問

しながら少しずつ周りとつなげていって、例えば

先ほどのきかせて子育て訪問事業につなげて、そ

の方にいろいろな支援を受けながら、そういう方

とも少し一般的な話もできるようになってと、ち

ょっとずつ生活が広がっていくことで御本人は最

後、保育園などに入れますとやっとちょっと落ち

着いたと。保育園には入れるようになって自分も

昼間少し楽になったし、大分手も空いて自分自身

また就職とか、そのほかのことができるようにな

ったと言われますので、単に私たちの支援という

だけではなく、本人もいろいろ努力しながら御自

身も成長しながら社会を広げていっている事例が

ありますので、そういった方に私たちはまた寄り

添いながらお互いに少しでも達成感が得られるよ

うにと思って進めております。 

○いいくら昭二委員 区としてＡＳＭＡＰというの

は本当に他区でも聞こえのいい事業だと聞いてお

りますので、またこういうことも是非報告という
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か、そういう話があったらまたもっと違う形にな

ってくるのかなんて私自身は感じました。 

  陳情の中で９ページのところに、先ほども議論

あったこども家庭センターの機能設置に伴う連携

強化ということで、これもやっていくということ

で先ほど部長からもいろいろ議論があったのです

けれども、報告のところで分からない点ですけれ

ども、具体的に新規としてサポートプランとかと

いう形で１６ページも出ているのですけれども、

先ほど少し話があって、まだ決まってないからと

いう話もあったと思うのですけれども、具体的に

どういう形をこの陳情の要旨に対して区としては

どういうことを具体的にやるのかということ、そ

のことをお話聞かせていただきたいと思っている

のですけれども。 

○こども家庭相談課長 サポートプランにつきまし

ては、高齢者の方の介護のケアプランを御想像い

ただければ結構ですけれども、支援が必要なお子

様お一人お一人にその方の要望ですとか、潜在的

なニーズを確認いたしまして、計画を立てて支援

を行っていくというもので考えております。 

○いいくら昭二委員 今例えばと高齢の方が出たの

で、そうすると要支援とか要介護だという部分を

区の方としては、そういうまず診断をして、その

中でメニュープランという形で進めていく、その

ような形でよろしいですか。 

○こども家庭相談課長 お子様のケアプランに関し

ましては要介護、要支援という考え方はございま

せん。私どももまだ試行的に様式を作ってやって

いるところでございますので、まだ確定的なお話

はないのですけれども、大事な点といたしまして

お子様あるいは保護者の方のニーズというのは丁

寧に聞き取って、例えば課題が御本人の中で認識

されてない場合は、そういったところが何なんだ

ろうというところも再確認できるようなケアプラ

ンということで今様式を策定中ということで御理

解いただきたいと思います。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○土屋のりこ委員 私も２年ぶりの子ども・子育て

委員会でいろいろ制度は進んでいるということは

感じるのですけれども、もともとこの請願の審査

ということで、請願の中ではフィンランドのネウ

ボラを模倣してと、フィンランドのネウボラを一

つのあるべき姿というか、こういうものを目指す

べきだろうということで書かれているのですけれ

ども、様々区としても、いろいろ今事業をされて

はいるものの、フィンランドのネウボラと比較し

てどういう点が違うのかということに関しての区

の認識はいかがでしょうか。 

○子ども家庭部長 ネウボラはいろいろな形があっ

て、例えば渋谷区だったら渋谷区ネウボラといっ

て一つの母子保健と児童福祉が一体型した施設が

あるのですけれども、足立区では母子保健と児童

福祉が一体型のものはなかなか今すぐには造れな

いので、まずは衛生部と我々子ども家庭部の連携

した形のこども家庭センターという形で足立区版

ネウボラみたいな運用面で進めていきたいと考え

ております。 

○土屋のりこ委員 違いについては回答されていな

いようにも思うのですけれども、これまでＡＳＭ

ＡＰにしてもハイリスク対策というところで足立

区は手厚くやってきたということで議論がされて

いる中で、ハイリスクに対応する、そうではなく、

全ての人に対してアプローチするということでの

ポピュレーションアプローチということで議論が

されてきた中で、いよいよ５か月からでしたっけ、

から１歳６か月までという年齢に関してはポピュ

レーションアプローチが開始されるという段にな

っていますけれども、フィンランドのネウボラで

あれば妊娠期から就学前までの母子、母親に限り
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ませんけれども親子に対しての相談等なり、関わ

りなり、ケアなりということで提供されるという

ことがあって、例えば私でしたら今子どもは２歳、

もうすぐ３歳になるのですけれども、先ほどトイ

レトレーニング、おむつ外しのこともありました

が、２歳半でおむつ外しをやろうと思って、やっ

てみたのですけれども、どうやったらうまくいく

だろうと思ったときに区のどこにそういったこと

が相談できるのか、どこに相談したらいいでしょ

うか、例えばそういうことは。 

○子ども政策課長 今年１０月から実施されます全

家庭訪問事業ですけれども、こちらについては１

０回お会いすることになります。１０回お会いす

る中で短い時間ですけれども絆というか人間関係

ができてきて、相談の先等もお話しすることがで

きます。そういったことを通じて提供先を続けて

いきたいと思っています。 

○子ども家庭部長 全家庭訪問事業は１歳半までな

ので、２歳半だと一応我々こども家庭相談課が子

育てに関する総合相談窓口という形でやってます

ので、養育相談という形になるかもしれませんが、

こども家庭相談課の方に連絡いただけるのがいい

のかなと。子ども家庭部の子ども政策課の方もや

りますけれども、まずはこども家庭相談課かなと

考えております。 

○土屋のりこ委員 そう言われると思わず笑ってし

まうのですけれども、いろいろ子育て安心ナビで

したっけ、メールとか来ても子育てがつらいと感

じたら御相談くださいと。つらいと感じたら御相

談くださいなのですよね。つらいではなく、どう

したらうまくいくのだろうというところでの一般

的なというかハイリスクと、やっぱりそこまでい

かないのだけれども、では、どうしたらいいのか

なというところで、以前聞いたら、保育園へ行っ

ているのだったら保育園で相談してくださいとか

いう形になったりとか、区としてフィンランドの

ネウボラであればそこに行っていれば、そこで保

健師とかに相談できることがやっぱり窓口として

見えない。ない、ないのではないですかというと

ころがやっぱり思ったりするのです。 

  自分の子育ての中で困ったのが、生まれてすぐ

の夜中起きるので、夜中通して寝てくれるように

するにはどうしたらいいのかとか、五、六か月離

乳食で野菜を食べさせるにはどうしたらいいのか

とか、１歳半でイヤイヤ期の対応だったりとか、

２歳半のトイレトレーニングであったりとか、そ

ういうところで気軽に相談できるところが欲しい

というのがハイリスク対策ではないポピュレーシ

ョンアプローチの観点からも相談対応ということ

かと思うのですけれども、そういった辺りのハイ

リスクからポピュレーションアプローチもゼロ歳

から１歳半始まりますが、もう少し広げた就学前

までのところに対してどういうポピュレーション

アプローチが必要とされていて提供可能なのかと

いうことは是非区としても検討いただきたいと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○子ども家庭部長 今、土屋委員のお話を聞いてい

て、まずハイリスクの場合はこども家庭相談課、

ハイリスクではない気軽に相談する窓口としては、

今事業の方は子ども政策課の方に寄っております

ので子ども政策課、妊娠前から妊娠後は衛生部の

方です。この三つが全て一体化できるような施設

があれば理想かなと考えておりますが、なかなか

すぐにはできませんので、連携してやっていきた

いとは考えております。 

○太田せいいち委員長 他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○太田せいいち委員長 質疑なしと認めます。 

  次に各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 各委員から様々御意見あったと
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思います。これは引き続き議論も必要かと思いま

すので継続でお願いします。 

○いいくら昭二委員 我が会派は今後もしっかりと

議論を深めていきたいと思っておりますので、今

回継続ということで。 

○ぬかが和子委員 どれも大切なことだと思ってお

りますので採択でお願いします。 

○富田けんたろう委員 継続でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 会派の議員が紹介議員になって

おりますので採択を求めます。 

○髙橋まゆみ委員 継続でお願いします。 

○太田せいいち委員長 それではこれより採決いた

します。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

[賛成者挙手] 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

[執行機関一部退席] 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  ①から⑥、以上６件を政策経営部長から、⑧、

⑪、⑫、以上３件を子ども家庭部長から報告をお

願いします。 

○政策経営部長 恐れ入ります、政策経営部の報告

資料２ページをお開きください。 

  足立区こども計画審議会の進捗状況及び今後の

スケジュールについての御報告でございます。 

  まず項番１でございますが、５月２１日に開催

されました審議会の結果でございます。 

  主な議題でございますが、４ページに記載して

おります三つの柱、こちらにぶら下がる施策の検

討についてでございます。 

  （４）に委員からの主な意見を掲載しておりま

すが、施策の構成については、例えば施策の１に

共通しますけれども、生きづらさという表現は別

の表現の方が好ましい、また、子育ては地域と共

に支えていくべき、視点に関しましても若者の意

見表明と参画機会というものがございますが、施

策と視点で重複しているというような御意見をい

ただいております。 

  ３ページでございます項番２でございますが、

スケジュールでございます。前回御報告した内容

から若干の変更がございます。８月に区長への答

申を審議会からいただく予定となっております。

その後、パブリックコメントを経て３月までには

こども計画を策定したいと考えております。 

  項番３、今後の方針でございますが、こども計

画、こちらについては必要に応じて若者等へ意見

を聴取していきたいと考えております。 

  続いて５ページでございます。 

  児童生徒が自由に意見できる「きかせて！みん

なのいけん」、この試験実施の結果についてでご

ざいます。 

  項番１、実施の時期でございますが、５月１２

日から２週間実施をいたしました。小・中学校９

校の児童生徒を対象にそれぞれ児童生徒１人１台

のタブレットを持っておりますので、そこのトッ

プページから直接意見を投稿するような形として

おります。 

  項番４、意見の概要でございますが、詳細は６

ページから１５ページに記載をしております。道

路や公園、まちの住み心地、学校生活など５８９

件の御意見をいただきました。 
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  この回答の方法を項番５に記載してございます。

１件ごとの回答ではなくて、内容ごとに分類をい

たしまして、きかせて！みんなのいけん、こちら

に一括回答を考えております。 

  また、タブレットの不具合など緊急性があるも

のは別途既に対応を済ませてございます。 

  項番６、今後の方針でございますが、この結果

を基に今後意見聴取の方法ですとか回答方法、そ

ういったものを検討しまして、８年度からは全校

で実施する考えでございます。 

  続きまして１６ページ、ちょっと飛びますが、

お開きください。 

  夏休み期間中の体験講座等の無料化事業につい

ての御報告でございます。 

  項番１、対象１８歳までのお子さんで昨年度は

延べ６万８，０００人の方に御利用いただきまし

た。 

  項番２で対象講座ございます。詳細を１７ペー

ジに載せておりますけれども、１０２講座で今年

度は産業振興課の夏休みものづくり体験を新たに

追加いたしました。 

  また、施設の無料化につきましては資料４にお

まとめしておりますけれども、①から⑧、この施

設につきまして今年度は新たに郷土博物館を追加

いたしました。広報やホームページ、教育だより

ほか、Ｃ４ｔｈ Ｈｏｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌ等で周

知をしてまいります。 

  続きまして２８ページをお開きください。 

  部活動ですとか習い事、資格取得などのチャレ

ンジしたい高校生向けの５万円支給事業、高校生

世代応援支援金の現在の申請状況を御報告するも

のでございます。 

  ６月２４日で１回切っておりますけれども、７

００件の申請がございました。昨年度との違い、

（２）の表の中にまとめております。対象の所得

要件の緩和、また、これまでは区内在住の高校生

でございましたけれども、中途退学、また、未進

学者も含む高校生世代を対象にしております。 

  また、支給先につきましても保護者に加えまし

て本人への支給、支給人数も令和５年度から２倍

になりまして６００人を予定しております。 

  また、対象経費も部活動等だけではなくて、進

学や就労準備経費、こういったものも対象に加え

てございます。 

  支給のスケジュールでございますけれども、要

件を満たした方への支給につきましては（３）に

記載をしております。 

  ２９ページでございます項番２でございますが、

申請の用途でございますが、一番多いのは部活・

クラブ活動費になっております。そのほか学習塾、

また、進学・就職準備、資格取得と続いておりま

す。申請者からも前向きな御意見をいただいてお

ります。 

  続きまして３０ページをお開きください。 

  若者から直接意見を聞いて施策に反映をするア

ダチ若者会議、今年度の実施の方向性を御報告す

るものでございます。 

  今年度は大きく二つ、まず、所管から募ったテ

ーマ「環境」と、それから６年度のアダチ若者会

議で寄せられた声で「居場所」、この二つをテー

マに意見を聞いていきたいと考えております。 

  項番２のところで、今年度の予定、まず一つ目

のテーマ、環境でございますが、６月１１日に足

立高校の生徒を対象に意見聴取をしております。

その後、７月１１日金曜日、こちらは公募で実施

したものでございますが、夜、あやセンターぐる

ぐるで意見を聞いてまいります。 

  ３１ページ、今後の予定でございますが、二つ

目のテーマ、居場所についてでございますが、１

０月頃に予定をしております。こちらは公募で実
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施をいたしまして、若者が利用したい居心地のい

い居場所ということを意見を聞いていきたいと思

っております。 

  そのほか、中学校及び高校へのアウトリーチ、

また、きかせて！みんなのいけんも活用して意見

を聞いてまいり、新たな支援策についても検討し

てまいりたいと思います。 

  ３２ページでございます。 

  夢・やりたいこと発見プロジェクト「モギ社会

人１年目」の実施についての御報告でございます。 

  この実施に至った経緯でございますが、項番１

に記載ございますが、若者会議でやりたいことを

見付けるきっかけ、進学や就職選択の参考となる

機会を作ってほしいといった意見が寄せられまし

た。同じ時期に、昨年度、若年者の課題・支援策

について、株式会社セブン-イレブン・ジャパン

と情報交換・共有を進めておりました。こういっ

た流れから新たな若年者支援策の一つとして実施

に至ったものでございます。 

  実施の概要でございますが、対象者は区内在住

在学、ゆかりのある高校生・大学生を予定してお

りまして、日程は（４）におまとめをしておりま

すが、７月２６日にモギ入区式をやった後に、そ

れぞれブレーンストーミングなどを経て、若者の

健康をテーマにセブン-イレブン・ジャパンの社

員の皆さんと企画立案をした後、区長へプレゼン、

１１月以降はその企画した内容を実施に向けて準

備をするという内容になっております。 

  ３３ページでございます。 

  その他のところで今回の企画を通じまして、今

回参加できなかった方もいらっしゃいますけれど

も、将来の職業選択のヒントとなるような情報発

信等を行ってまいります。 

  私からは以上でございます。 

○子ども家庭部長 それでは、教育委員会の報告資

料２ページになります。 

  夏休みの施設の遊び場を庁舎ホールで設置した

いと考えております。日時は８月１６、１７日の

午前１０時から午後３時ということで、項番６の

ところ、ボールプールや紙飛行機やボールを使っ

た遊び場として今回試験的にやっていきたいと考

えております。 

  続きまして１２ページになります。 

  居宅訪問型保育事業による医療的ケア児支援事

業の案ということで、令和８年度からこの事業を

行いたいと思っておりまして今準備を進めている

ところでございます。分かりやすく言うと医ケア

版のベビーシッターというようなことをイメージ

していただければと思います。保育園等でなかな

か集団保育ができない医ケア児を対象に家庭で支

援をする、要は看護師等が家庭に行って支援をす

るという内容でございます。 

  事業内容は記載のとおりでございまして、今後

の予定で令和８年度事業実施に向けて今調整をし

ているところでございます。 

  続きまして１３ページになります。 

  令和７年度の学童保育室の待機児童の状況に報

告でございます。 

  令和７年５月１日付の待機児童数は１７９人と

なっております。項番１の（１）のところに学年

別の待機児童数を記載させていただいております。

昨年度よりも２０９名減ったという形になります。 

  また、１４ページになります。 

  今回待機児童数の集計方法を見直しさせていた

だきました。これまで集計方法につきまして表の

１のところです、やっていなかったところ、居住

地の近隣５００ｍに希望する学童保育室以外の部

屋があった学童保育室があるにもかかわらず、第

１希望のみを申請している場合は、待機児の方か

ら差し引きさせていただいています。これは他自
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治体の例を参考にさせていただいて、こういう形

でさせていただきました。 

  また、４年生から６年生の待機児童者全員に電

話連絡をさせていただいております。その結果、

いろいろなほかの居場所を活用しているであると

か、そもそも待機学童保育室が不要だというよう

な形の聞き取りをした上で、真に必要な児童とい

う形で待機児童の方から今回は差し引かせていた

だいておりまして１７９人とさせていただいてお

ります。 

  今後の方針につきましては、引き続き小学校の

校内学童保育室や民間施設学童保育室についても

増やしていきたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に移ります。 

  何か質疑は。 

○くじらい実委員 私から１点だけお伺いしたいと

思います。 

  高校生世代応援支援金の申請状況についてです

けれども、まず、これは今回令和７年に再開とい

うことで、令和５年にやって令和７年なので、令

和６年に当然これやらなかった理由があるかと思

うのですけれども、その理由についてお聞かせく

ださい。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 令和５年度

に当初実施させていただいたときは募集人数３０

０人に対して利用者５４名ということで、利用が

非常に少なかったということで、様々な課題が考

えられるということで、一度令和６年中止させて

いただいて、課題を整理した上で改めて令和７年

度に再開させていただいたという形になります。 

○くじらい実委員 実際支給が５４件ということで

少なかったというところでの令和６年実施しなか

ったという判断だと思うのですけれども、令和５

年の実績を載せていただいて、申請２１０件に対

しての５４件の支給で支給率２５．７％、条件が

合わなかったという以外に申請に対して支給しな

かったケースというのは、対象者の課税世帯の件

のところ以外に当てはまらなかったという方はい

らっしゃるでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 要件で合わ

なかったのはあくまでも所得制限のみで、２１０

名のうち５４名という支給の形になっています。 

○くじらい実委員 そうすると、所得条件には合っ

てないけれども申請はしたという方はいらっしゃ

ったということでよろしいですよね。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 くじらい委

員おっしゃるとおりでございます。 

○くじらい実委員 そうすると、まず募集に当たっ

てはどういう形で募集というか申請ができたので

しょうか。そのやり方というか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 申請につき

ましてはオンラインという形で、オンライン申請

システムを活用させていただいたというところに

なります。 

○くじらい実委員 そうすると要件に合ってないと

いうのは自分では判断できずに、オンラインで申

請をした方がいたということでよろしいですか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 募集のとき

に要件については記載をさせていただいておりま

したけれども、申請に当たっては対象外の方も申

し込みされてしまったというのが現状だと思われ

ます。 

○くじらい実委員 そうすると申請者は分からずに、

取りあえず申請しましたということで、実際それ

の中で５４件が支給できたということですね。 

  先ほど今現在の申請状況ということで御報告い

ただいて、今７００件ほど申請が来ているという

ことですが、これも令和５年と同じように多分申

請は特にこちらで条件付けずにというか、申請し
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たい方は申請しているという状況の中だと思うの

ですけれども、今回支給人数は６００人というこ

とで、今いろいろ調査もしていると思うのですけ

れども、６００人に達したら打ち切りという感覚

でよろしいでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 現状では６

００人の募集に対してまだそこまで達してないの

で、現状ではあれですけれども、達した後につき

ましてはまた議会の方々とも御相談させていただ

きながら、次の手というところを御相談させてい

ただきたいと考えております。 

○政策経営部長 若干の補足でございますが、現在

も受付をしておりまして、やはり所得要件で合致

しないような方がいらっしゃいます。ですから現

在７００件の申請を受けておりますが、そこから

数字も大分落ちてくるのかなというような感覚は

持っております。 

○くじらい実委員 まだ当然６００人には達してな

いという状況だと思うのですけれども、最後です

が、今回申請用途とか申請者からの声ということ

で載せていただいて何に使えますというのが書い

てあるのですけれども、これは多分申請時に聞い

ていると思うのですが、実際令和５年度は申請さ

れた後にこういうのにちゃんと使いました、例え

ば領収書とかレシートとかそういうものというの

は区は何か聴取とか又は報告みたいなものという

のは取っていらっしゃるでしょう。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 令和５年の

ときも最後実績報告ということで領収書等の添付

と、実際に使っていただいた感想も一緒にいただ

いております。 

○くじらい実委員 質問ではないですけれども、確

かに区の財源を使っての今回の事業だと思います

ので、やっぱり今後若者たちが何をやりたいかと

か、そういうところもしっかり調査できるといい

のかなと思いますし、先ほどおっしゃった領収書

とか、ちゃんと使っているという担保も取っても

らいたいというところもありますので、そこはこ

れから申請から支給に移り変わってくる段階では

しっかりやってもらいたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○佐藤あい委員 まず待機児童の数の集計方法見直

しの点を確認したいのですが、ほかの放課後の居

場所を活用しているという部分で、放課後子ども

教室ですとか図書館等の利用についても除外をさ

れるというような、４年生以上ではありますけれ

ども、書かれておりますけれども、こちらも保護

者にヒアリングをされた際に保護者が学童保育室

は不要と答えられているということでしょうか。 

○学童保育課長 佐藤委員おっしゃるとおり、個別

に確認しておりますのでそれぞれの事情をお伺い

して図書館を利用しているので不要だということ

で除外しております。 

○佐藤あい委員 安心いたしました。こちら下の３

番の方は学童保育室が不要という記載があって上

にはなかったので、図書館利用で本当に不要と感

じているのかというのが気になったというところ

でした。ありがとうございます。 

  ただ、やはり待機児童の数、それでも多くいら

っしゃるというところでお困りのお声は届いてい

るという中で、来年度以降の新設誘致の見込みと

いうのはいかがでしょうか。 

○学童保育課長 現在６地域で６施設の公募を行っ

ております。７月１８日が申請期限となっており

ます。今現在で申請数は分かりませんが、説明会

には２０数社の事業者の方が参られました。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  今回来年度以降でその校内学童を増やすという

ところに関してはいかがでしょうか。 

○学童保育課長 今年度５校にお声掛けをしており
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ます。ただ、教室の空きがどうしてもない学校で

すとかそういったところがありますので、現在調

整中で８月の閉会中の委員会では決定校を御報告

できるかと思っております。 

○佐藤あい委員 承知いたしました。では来月の報

告を待ちたいと思います。 

  次に、若い方々、様々な年代の方々から意見を

とっていくというようなものです。こちらについ

てとてもよい取組が広がっていると考えておりま

す。児童生徒が自由に意見ができる環境の整備に

向けた試験実施に関してですけれども、来年度か

ら全校で実施ということですが、こちらはいつで

も意見を投稿できるというような、全ての期間で

できるような形になるのか、期間を区切るのかと

いう点はいかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 子どもたち

がいつでも意見を言えるような体制を整えていき

たいと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  いつでもというのはすばらしいと思っているの

ですけれども、一方でそこで意見ができるという

ところを定期的にお知らせ等はされるのか、新し

いテーマの募集時にはアナウンスをどのようにさ

れていくのかというのをお聞かせいただけますで

しょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 いつでも意

見を言える体制なので、ずっと載せっ放しになる

可能性はあります。なので、そこの載っていると

いうのは定期的に学校等を経由して児童生徒には

伝えていく必要があるかなと。 

  一方で、もう一つテーマを区切ってテーマを設

定したごとにやっている「きかせて！みんなのい

けん」でもやっているので、それは継続的にまた

来年度以降も同じように続けていくと考えており

ます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  常にあるものになると結構子どもたちもなかな

か印象が、ここで本当に困ったことがあったとい

うときには意見を入れるというのは思い付くかも

しれないですけれども、当たり前になるとなかな

か意見が集まりにくくなることもあるかと思いま

したので、今お話にもありましたけれども、是非

学校と連携をしていただいて、定期的にこういっ

たことを言っていいのだとか、そういったものを

お伝えしていただきたいと同時に、是非足立区が

どんなアクションをしたかというものを掲載した

際には、学校を通じてしっかり子どもたちに届く

ように、やはりそこをちゃんと見るということは

なかなか全員がするかというと難しいかと思いま

すので、区のアクションというのがしっかり伝わ

るような動きをしていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 佐藤委員お

っしゃるとおり、意見をもらうだけではなくて、

それに対して大人がどう考えたのか、どう受け止

めたのというのを子どもたちに伝えるというのは

非常に大事なことだと思いますので、そちらにつ

いては教育委員会とも連携しながら伝え方につい

ては検討してまいりたいと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非お願

いいたします。 

  最後に夏休みの期間中の体験講座に関して周知

方法の中でなかったので伺いたいのですけれども、

ＸですとかＬＩＮＥ、ＳＮＳを通じての周知とい

うのはされる予定はないでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 こちらも昨

年度に引き続きＳＮＳ等でも発信してまいる予定

でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非お願

いいたします。 
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  Ｃ４ｔｈ Ｈｏｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌは大事とは

いえ、なかなか見落とすみたいなお話はすごく多

いものです。ＳＮＳの方が見ていただく確率が高

いというお話ありますので、是非そちらも継続で

お願いいたします。 

  以上です。 

○太田せいいち委員長 会議が少々長くなっており

ますが、委員会審査の方はこのまま継続で続けさ

せていただきたいと思います。 

  繰り返しになりますが、トイレに行っていただ

いて構いませんので、各自随時行っていただけれ

ばと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  引き続き質疑に移ります。 

  質疑はございますか。 

○富田けんたろう委員 私から２点だけ。 

  まず１点目が２８ページの高校生世代応援支援

金についてですが、今年度拡充をされたというこ

とは非常にいいことと受け止めています。 

  今くじらい実委員からも質疑がありましたけれ

ども、前回についてはなぜ支給率が低かったかと

いうところに関しては予算の問題ではなくて、単

純に所得のところの条件が合わなくて駄目だった

ということでした。それは要するにやっぱり年収

の要件、所得の要件のところよりも上回っている

方々がやっぱり申請をされていたという理解でよ

ろしいでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 富田委員お

っしゃるとおりでございます。 

○富田けんたろう委員 恐らく一定程度の年収があ

る方、所得がある方でもやっぱりこういったニー

ズはあるということが支給率２５％という数字か

ら読み取れると思うのです。ですからその皆さん

に対しても何らかやっぱり今後も考えていかなけ

ればいけないと思いますので、この辺り何か今後

について考えていることがあれば教えてください。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 まずは限ら

れた財源の中でどの層に対して支援を行っていく

かといったところが非常に重要な考え方かと思い

ますので、今現状の仕組みで実施してみて課題等

については都度出てくると思いますので、その課

題については都度検討しながら事業の方を進めて

まいりたいと考えております。 

○富田けんたろう委員 分かりました。確認ですけ

れども、申請をして通れば全員５万円もらえると

いう認識で合っていますか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 富田委員お

っしゃるとおりでございます。 

○富田けんたろう委員 そうであれば、例えば漢検

とか英検の受験料もＯＫですという話ですけれど

も、それ単体で申請した場合、別に漢検とか英検

は受験料５万円もしないではないですか。なので、

後で挙証資料として領収書とか出したときに、漢

検の受験料とか英検合わせても１万円でしたと。

５万円もらったけれども、残り４万円分は何に使

ったか、区の方では把握ができないというような

今仕組みになっているのでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今こちらの

２９ページに主な申請用途の内訳を記載させてい

ただいておりますが、一番多い、１番目に書いて

いただいた申請内容になります。多くの方は複合

的にいろいろなものを一緒にやっぱりチャレンジ

したいといったような御意向で、５万円を超える

ような申請を皆様いただいているような状況でご

ざいます。 

○富田けんたろう委員 合わせても５万円を超えな

かったという方もそれこそ令和５年度のとき５４

件あったわけですけれども、結構いらっしゃった

のではないかと思うのですけれども、そこはどう

だったでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 令和５年度
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のときに５万円を下回る申請の方はいませんでし

た。 

○富田けんたろう委員 なるほど。分かりました。

その辺りも今の記載だと分かりづらいかと思うの

で、後から当然領収書とか明細を出してもらいま

すけれども、ただ、何に使ったか分からないとい

うところであれば、やっぱり実費の方がいいのか

と思ったりもしてしまいますので、その辺りの制

度設計はもう少し詰めていく必要があるのかなと。 

  高校生世代応援支援という考え方は非常に私も

賛成ですけれども、もう少し実態に合わせた制度

というのを構築していく必要があるかなと思って

いますので、その辺り最後御答弁お願いします。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 富田委員お

っしゃるところも非常に重要な観点かと考えてお

りますが、一方で使いやすさといったところも非

常に重要なところかと思いますので、そこの両翼

を見ながら制度設計の方は考えていきたいと考え

ております。 

○富田けんたろう委員 分かりました。 

  最後、３２ページのモギ社会人１年目ですけれ

ども、非常にこれもいい事業だと思ってすごくび

っくりしています。だからもっと注目されてほし

いし、もっと応募があってほしいというか、すご

く人気の事業になってほしいと思うのですけれど

も、たしか明日が応募の締切りだったと思うので

す。今、応募状況ざっくりどんな感じか教えてく

ださい。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今８名定員

に対して３３名の応募をいただいている状況でご

ざいます。 

○富田けんたろう委員 なので、倍率でいうとかな

り今出てきているのかという中で抽選で決めると

なっていますけれども、抽選というよりは本当に

インターンシップみたいに近い形ですから、やっ

ぱり面接とか子どもたちの思いというのを対面で

聞く機会というのも設けた方がいいのかなと思う

のですけれども、その辺りいかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今年度につ

いては面接の予定はございませんけれども、当初

申し込んでいただくときに申請の動機も一緒に載

せていただいておりますので、そこと今回全７日

間の事業になっているのでそこに基本的には全部

参加できるといったことに重点を置いておきたい

と思ってはおります。そういったところも総合的

に加味しながら抽選の方は実施する予定でござい

ます。 

○富田けんたろう委員 分かりました。 

○太田せいいち委員長 ほかに。 

○ぬかが和子委員 私も児童生徒が自由に意見でき

る環境の整備に向けた試験実施やアダチ若者会議

に関連して質問します。 

  昨年ですけれども、政府の関係のこども基本法

に関係しての特別区講演会に私参加してきまして、

特別区長会の調査研究機関の機構の顧問の先生の

お話を聞いてきたのです。その中で正に今回の今

のこども基本法の中心点というのは、子どもの意

見表明権を保障するとともに多様な社会活動に参

加する機会を確保すること、これが中心だと言っ

ていて、あと足立区のこども基本計画も含めてで

すけれども、こういった今申し上げたようなこと

がこの事業の中ではそういう精神でやっていると

いうことでよろしいでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 この事業に

つきましても、ぬかが委員おっしゃるとおり、こ

ども基本法の精神にのっとって意見を聴取してい

るといったような状況になっています。 

○ぬかが和子委員 この報告資料の中でも若干書か

れているのですけれども、その意見の聴取という

のは意見の聴取だけではなくて、意見の反映とフ
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ィードバック、そして子どもの意見の政策への反

映と、これが非常に重要だと。何でかと言うと、

そのことが主体性や自己肯定感育成するとか、達

成感を味わえるというようなところにつながると

いうことで指摘されているのですけれども、今年

度これからどうやっていくか調整していくという

ことですけれども、私これをざっと見たときに、

こんなにたくさん意見を出されてそれをまとめて

こうしましたと返しますと。だからそれ見てくだ

さいというだけだと、今一歩達成感といいますか、

意見を表明してそれを実際に一緒に作り上げてい

くとか、ぐるぐるの精神のような、そういうとこ

ろとは若干これ全校に拡大しても異なってしまう

のではないかなと心配なのですけれども、その辺

どうでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 まず、こち

らの意見を聞く仕組みについては、子どもたちが

いつでも気軽に意見を言える仕組みというのが大

切であろうというようなまず素養をつくるといっ

たところが１点、その意見に対して大人がどう考

えているかといったところをフィードバックして

いく、それはどういった形で伝えていくかといっ

たところについてはこれから検討の必要があると

は考えております。 

  最後の参画の仕組みにつきましては意見を聞く

仕組みと連動した形でできるかというのは分から

ないのですけれども、何らかの形で区のいろいろ

なところで今参画のイベントなり何なりをやる形

にはなっていると思いますので、そういったとこ

ろとも連携しながらできる可能性があるのかとい

ったところも今後考えていければいいかなと考え

ております。 

○ぬかが和子委員 かつては参画の仕組みという中

では、子ども議会等々という表現が多かったけれ

ども、昨今では例えばまちづくり若者サミットと

かそういう形で、要は自分たちはこうだよねと思

ったことをプレゼンまでやりながら、実際に例え

ば西東京市ではそれを基本計画にまで反映すると

いう仕組みをつくっているわけです。ほかにも幾

つもの自治体で予算も裏付けを持ちながら、若者

たちが一生懸命考えたこと、中学生・高校生が一

生懸命考えたことが具現化していくところまでや

っぱり道をつくっているわけです。 

  そういった角度というのは、つまり先ほど答弁

の中でこの事業とリンクできるかどうかというの

は難しいとおっしゃったけれども、確かに区内全

中学生から意見出したものをどうリンクするのか

というのは難しいと思うけれども、バラバラでは

もったいない気がするのです。だから是非そこは

知恵を使いながら、例えば持ち回りで全部の学校

ではなくてもやっていくとか、それからイベント

として継続的にそういう若者まちづくりサミット

を開催するとか、そういった流れというのをしっ

かり持っていただきたいのですけれども、どうで

しょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 ぬかが委員

おっしゃるように、参画の視点といったところは

区としてもこういった意見の聴取のところと連動

できるような形で考えていきたいとは考えており

ますが、例えば子どもではないですけれども、そ

の一つが今回報告資料の中でも載せさせていただ

いているモギ社会人１年目ですとか、今回実施す

る例えば若者会議の中で居場所についてのテーマ

でやるといった形で載せさせていただいておりま

すが、これも令和６年度に出た若者からの意見を

より具現化するために直接当事者から声を継続的

に聞いていく、それをどうやって実現させるかは

今後考えていく形になりますけれども、そういっ

たところの連携というか継続性といったところも

考えながら事業の方は進めていきたいと考えてお
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ります。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、何らかの形でそ

の意見等々を具現化する仕組みは継続的に実施し

ていきたいということでよろしいでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今、若者に

ついては若者会議ですとかそういった形で実現す

るような過程というのがあるのですけれども、小

学生とか中学生のところになってくると、なかな

か今そういう子どもから意見を聞く仕組みについ

てもまだ試験実施の段階ですので、そこと実際に

意見を参画という形で実施できるかどうかといっ

たところについてはまだそういったプランがある

わけではないので、今後どういった形でできるの

かというのは検討する必要があるのかとは考えて

います。 

○ぬかが和子委員 どうなっていくかを聞いている

のではなくて、そうしたいという気持ちでよろし

いでしょうかと聞いているのですけれども。 

○総合事業調整担当部長 子どもの貧困対策と一緒

にやっておりますので御答弁させていただきます。 

  そういう気持ちで私どもも、どういった形で子

どもたちの意見を聞いてそれを一緒に考えていけ

るかという仕組みは今後も継続して考えてまいり

たいと考えています。 

○ぬかが和子委員 これは西東京市のそういう予算、

基本計画にまで反映するところの会議の様子を写

した写真を私拝見したときに、今足立区でも基本

計画を作ったりとか様々な計画を作るときに意見

をワーッと出し合って、それをまとめ上げながら

やっていくというやり方をやっています。そうい

った体験も、そして自分たちの意見を単にこれを

返してではなくて、自分たちの意見を真っ当に取

り上げてくれてる、そしてそれが形になるかもし

れない。予算だけの問題ではないと思うのですけ

れども、そういう体験を少しでも多く是非つくり

上げていただきたいと。 

  その上でやっぱりそこは実はこども基本法の中

では肝になる部分だと思っているのです。参画の

仕組みは。だから政策経営部の報告資料の冒頭の

こども計画の中では、是非そこの部分はどう書け

るかというレベルは違いがあるかもしれないけれ

ども、必ずその参画の部分を書き込んでいただき

たいと思っているのですが、部長どうでしょうか。 

○政策経営部長 現在答申をまとめているところで

ございます。委員会の方でも。こういった視点を

やっぱり重点視しているというのは間違いござい

ませんので、そのように考えております。 

○太田せいいち委員長 ほかに。 

○岡安たかし委員 私も順番で、まず、こども計画

審議会、３ページです。事前では３ページですけ

れども、ここに今後の方針のところで、審議会の

意見や答申を基に庁内検討部会においてこども計

画に関する調査研究を行うと。この調査研究に関

しては、今後いつ何をするのか委員会で教えてい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

  次に、高校生世代応援支援金、先ほど来やり取

りありますけれども、やはり令和５年度の実績で

言いますと、予算取りの想定人数からいけば３０

０人に対して５４件ですから２割を切っているわ

けです。なかなか執行率として低すぎるというと

ころで、条件に合わないというのが申請の数から

いけば１５６件、条件が合ってないからとなって

しまうのですけれども、これ分かりづらいのでは

ないですか、要するに。とにかく分かりづらいか

らとにかく出そう、出した後、駄目になっちゃう

ということなのだと思うのですけれども、やっぱ

り区民、また、高校生に分かりやすい仕組みとい

うか周知の仕方が大事だと思うのですけれども、

この辺どうですか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 令和５年度
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に実施したときもやはり申請件数がまず２００件

しかいかなかったというところは、非常に若者た

ちにこの制度についての情報が届いてなかったと

いったところはこちらも考えているところでござ

います。 

  今回令和７年度を実施するに当たっては、まず

中学３年生、これから高校生になる方全員にこの

事業についての説明を直接させていただいている

のと、高校にも全ての都立高校に回らせていただ

いて、先生方にこういった事業の説明も直接高校

の中でＣ４ｔｈみたいに生徒に直接情報を投げる

ような仕組みもあることは確認したので、そこを

通じて情報も投げさせていただいて、より利用に

つながるような制度に考えていきたいと実施して

おります。 

○岡安たかし委員 かみ合ってないです。広く周知

する方法を聞いているのではないです。２００件

は少ないですけれども、２１０件も一応申請があ

って問題は５４件だったでしょうと。予算からい

けば２割以下だったではないですかという話です。

要は、何でそんな申請したのに１５６件も条件に

合わなかったの、それだけの人が出してしまった、

ここに関してどう思っているのですか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 こちらにつ

いては、やはり所得制限のところの考え方といっ

たところがもしかするとうまく伝わっていなかっ

た可能性はあるのかと思われます。 

○岡安たかし委員 だと思います。やっぱりそこが

一番のネックだったのだと思うのです。そこを分

かりやすくするとか、何か表でここに当てはめて

くださいでパパッと出して、申請する前にうちは

駄目だなとか、ある程度分かるようなことが大事

なのかなと。微妙だな、出してしまおうというの

はいいです、それはそれで。 

  今回これでさっき言った１５６件が駄目となっ

ちゃったわけですけれども、苦情とか苦言とかあ

りましたか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 現段階で申

請が通らなかったことに対する苦情というのは受

けておりません。 

○岡安たかし委員 言いづらいというのもあるでし

ょうし。ただ、やっぱり分からないから出しちゃ

った、本当に取りあえず出しちゃおうというので、

駄目だったら条件違うのだろうなぐらいだったら

いいですけれども、確信的にこれはいけると思っ

たのに駄目だった場合はかなりがっかりすると思

うので、やっぱりちゃんと分かりやすい、高校生

が分からなくても保護者が少なくとも分かりやす

いものをしっかりお願いしたいと思います。 

  次、夢・やりたいこと発見プロジェクト「モギ

社会人１年目」です。ここは実施に至った背景、

例えば夢、やりたいことを見付けるきっかけをつ

くってほしい、やりたいことを見付けるきっかけ

です。それとか職業選択の参考となる機会をつく

ってほしいというところがあるわけです。私、こ

れ自体はすごいすばらしいことだと思いますし、

何もけち付ける話ではないです。これはこれで大

変重要だと思っておりますけれども、これと、実

施する企画立案事業運営、企業訪問というのがや

りたいことを見付けるきっかけ、職業選択の参考

となる機会にそんなに大きく結び付くのかという

危惧があるのです。 

  また、８名というのもすごい気になるのですけ

れども、もうちょっとやりたいことを見付けるき

っかけ、また、職業選択の参考となる機会となる

何かと、もう一工夫できるような気がするのです

けれども、この辺の考えはどうでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今回特にセ

ブン-イレブン・ジャパンと連携協定を結んでい

る関係で事業に協力していただきますけれども、
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セブン-イレブン・ジャパンとやることに対して

セブン-イレブン・ジャパンの社員ともいろいろ

と話す機会、いろいろとコミュニケーションをと

る機会というのはあります。そこで何か特定の職

業の人ではなくて、セブン-イレブン・ジャパン

の働くビジネスマンとしての考え方とか、どうい

う気持ちで働いているのか、そういったことをこ

のプランの中で子どもたちに感じ取ってもらいた

い。そういうようなところで、やりたいことに結

び付くようなイベントだとこちらとしては理解し

ております。 

  もう１点よろしいですか。 

  ８名といったところについては、今回初めての

企画といったところもありますので、実現まで結

び付けるというところと、セブン-イレブンの社

員とかの協力もいただくということで、スモール

スタートでスタートはさせていただきたいと考え

ておりますが、それ以外の方にも情報としてこう

いった事業の若者への波及といったところもでき

るような形で考えていきたいとは考えています。 

○岡安たかし委員 私が大学生のときに、私自体は

福祉のボランティアをずっとやって福祉系から誘

われたのもあって、そっちに行こうかとすぐそう

いう方向性は見いだせたのですが、親友が非常に

悩んでいまして、俺、何やったらいいのだろうと

いうことで何日も何日もそいつと話し合って参考

になればといろいろなことをやり取りしたのを覚

えているのです。恐らく彼がこういうことをやっ

ても何を選んだらいいのか、職業、参考となるき

っかけには多分なりづらいだろうと感じたもので

すから、お話しさせてもらったのです。 

  これ自体はすばららしいです。今の意義もよく

分かりますし、セブン-イレブンもしっかりやっ

てくれると信じていますし、ただ、それだけでは

厳しいだろうなと。せっかくこういう意見があっ

たわけですから、やりたいことを見付けるきっか

け、職業選択の参考となる機会、もう一工夫何か

やった方がいいのかなと思いますので、これは要

望です。 

  次に学童ですけれども、さっきの保育と同じよ

うな話で外す例とかあったりして、要するにこれ

だけ待機が出ちゃっているというところがやっぱ

り重要でして、私が担当する綾瀬エリアでは、１

年生が５人、２年生が８人と待機になっているわ

けです。恐らく学年が上がればそれなりに個別の

事情はあるにしても、私なんかのときは昭和４０

年代小学生でしたけれども、ほとんど鍵っ子でし

た。私自身も鍵っ子でした。１年生から親がほと

んどいないのに家にずっといました。 

  ただ、事情が違うので、今と昔は。今ほど隣近

所の人が声掛けてくれたり不安全というのはなか

ったですから、今は非常に怖い時代で、やっぱり

１年生、２年生が１人で家にというのも難しいだ

ろうと考えると、１年生５人が綾瀬エリアでいる

というのは、非常に最終的にはどうだったのかと

いうところまで書いてないので分からないですけ

れども、これをどうやって解消していくのかなと

いうところで１４ページに今後の待機児対策とあ

るのですが、これはなかなか時間掛かるのではな

いかと思うのですけれども、（３）のやっぱり第

３の居場所というかサードプレイス、ここをもっ

とやっぱり拡充していく必要があると思うのです

けれども、この辺の見解はどうでしょうか。 

○学童保育課長 岡安委員おっしゃいましたとおり、

第３のプレイスというところで、まず児童館で行

っているランドセルで児童館、こちらを学童保育

の申請時にもうちょっとＰＲしていきたいと考え

ております。 

  また、放課後子ども教室、こちらも毎日実施は

しているのですけれども、全学年がというところ
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までは至っておりませんので、そちらの拡大につ

いても協議してまいりたいと思います。 

○岡安たかし委員 放課後子ども教室においては学

校によってバラバラです。全学年がしっかりとや

っているというところがむしろ少ないでしょうか

ら、ランドセルで児童館においてはやっぱり最後

の時間のところで課題になっちゃっているのです。

もちろん最後の１時間、２時間ぐらい家にいなさ

いと言えばそれまでなのですけれども、その１時

間、２時間の間に家で何かあったら元も子もない

ですから、やっぱり学童のようにある程度時間を

しっかり預かってもらえるという仕組みは大事だ

と思うのですけれども、なかなかこれはそれぞれ

の地域で運営を担っていただいている関係で難し

いと思うのですけれども、ここを広げられるよう

な方法は考えていますか。時間を延長できる。 

○学童保育課長 学童保育室におきまして７時まで

の特別延長、こちらの施設を増やしたいと考えて

おります。ただ、人材確保の点でなかなか実施が

難しいという声を聞いておりますので、例えば処

遇改善ですとか何らかの方法を検討していきたい

と考えております。 

○岡安たかし委員 最後になります。これは我が会

派の代表質問にも入れましたけれども、朝の開門

の早めの時間と同じで、豊島区みたいにやっぱり

朝と夕方というのをそれなりに例えばシルバー人

材ですとか、例えば会計年度任用職員とか、様々

な工夫、当然区の負担のコストは出ていってしま

いますけれども、コストを掛けながらそこを広げ

ている、そういう例というのは他区他市でも今少

しずつ広がっていますし、どうかその辺も検討を

よろしくお願いいたします。 

  最後、その辺どうでしょうか。 

○教育長 朝の居場所に関しましてはやはり門の前

で待っている児童が少なからずいるという実態は

把握いたしましたので、今も用務員の委託とかい

ろいろ学校に入っている事業所もありますので、

そういったところの見守りをしっかりとしながら

安全確保に努めていきたいと思います。令和８年

度に向けて検討を進めていきたいと思っておりま

す。 

○岡安たかし委員 夕方も一緒にですね。 

○教育長 夕方に関しても放課後子ども教室等の事

業を今後また形態を変えて委託事業に切り替えて

いくときに、放課後についても全学年が安心した

場で過ごせるように努めていきたいと思っており

ます。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑は。 

○高橋まゆみ委員 ありがとうございます。 

  今の関連で待機児童の３８８人から１７９人に

減った理由で見直しをしたと書いてあるのですけ

れども、なぜ見直しをしなければいけなかったの

か教えていただけますか。 

○学童保育課長 見直しをした目的ですが、真に学

童保育が必要な待機児を把握するために行いまし

た。 

○高橋まゆい委員 真には分かるのですけれども、

どういったことを子どもたちは外したのですか。 

○学童保育課長 今回外しましたのは居住地の近隣

に希望する学童以外に学童保育室があるにもかか

わらず希望されていなかった方、それから個別に

お電話で状況を確認しまして不要になった方とい

った方を外しております。 

○子ども家庭部長 実は国の指針というか学童待機

児の基準みたいなのがありまして、２０分から３

０分というような形で国は示しているのです。こ

れはオールジャパンで示しているので、地方に行

くと３０分ぐらい歩いて当然と考えるのでそうし

ているのですけれども、そこをどう見るか、そこ

を足立区は一切居住要件というのは今まで入れて
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なかったのです。 

  昨年度からこの委員会でもいろいろな委員の先

生方からも御意見をいただきまして、他区並みと

いうか他区よりも厳しくないと私は思っています

けれども、５００ｍという形で設定させていただ

いた経緯がございます。 

○髙橋まゆみ委員 今までのせっかく取ってきた数

字がやっぱり定義を変えて数字を低く見せている

ように見えてしまったので、これは先ほどの保育

園の方の数字もそうですけれども、何となくそう

いう意図が見えるのかなと、数字を低く抑えたい

ように見えるのかなと思ったので、分かりました。 

  では、そのほかで報告資料の２ページの夏の遊

び場確保事業の試験実施について２日間の試験と

いうことですけれども、まず、なぜたった２日間

なのでしょうか。 

○子ども政策課長 今回、夏の遊び場確保事業につ

きましては急遽実施する予定となっております。

そこで会場を探している中でようやっと見付かっ

たのがこの２日間ということになります。 

○高橋まゆみ委員 区役所の中のそのスペースが２

日間しか空いてなかったということですか。 

○子ども政策課長 区役所もほかの施設も含めて探

した中でこの場所しか空いてなかったということ

になります。 

○高橋まゆみ委員 試験といえども、変な話この２

日間以外は、よかったとしてもやれないというこ

とになるのですか。 

○子ども家庭部長 あとは初めてやるのでどれぐら

いお客さんがいらっしゃるのか分からないので、

まずは土日、できれば平日ももう１日ぐらいやり

たかったのですけれども、様子を見ながら来年度

以降の展開もございますので、あくまで今回は試

験実施させていただくという形で決めさせていた

だきました。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございます。 

  建設委員会の方とかでも公園なんかで遊べない

日が続いていて、去年なんかでも。ちなみに昨日

の１７時時点の天気予報では熱中症アラートが既

に出ていたのです。今日のやつというのが。そう

すると子どもたちが真夏の間全然遊べないという

ところが多くて、滑り台なんか本当に目玉焼きが

焼けるのではないかというぐらい本当に熱いので

かわいそうなので、できれば室内で体を動かすよ

うな場所を本当につくっていただきたいと思うの

ですけれども、ちなみにですけれども、ボールプ

ールと書いてあるのですけれども、私の経験談で

はないのですけれども、子どもをボールプールで

遊ばせるというと、まず投げたりとかちっちゃい

子だと口に入れたりだとかという懸念があるので

すけれども、その辺りは考えられてますか。 

○子ども政策課長 まず、ボールプールについては

２か所御用意したいと思っております。一つはよ

り低年齢のお子さん用ということで、髙橋委員お

っしゃるとおり、投げたりというのがあるのです

けれども、これにつきましては庁舎ホールの中で

実施しまして、卓球で使う卓球のボールを防ぐ、

ああいったつい立を置いて、なるべく外に出ない

ようにというのが１点と、あと口にくわえる可能

性がありますので、そういったところについては、

拭いて対応するとか衛生面を行いたいと思います。 

  いずれにしましても、保護者がいるような状況

ですので、そういったところも含めて対応してい

ければと思っております。 

○髙橋まゆみ委員 せっかくコロナも収まってきて、

急に皆さんマスクを外しだしてというところで、

でもワクチンを進めてみたいなところもあったの

で、その辺りは考えられた方がいいのかなという

のと、やっぱり体を動かしてほしい。意外とボー

ルプールは動かないです。子どもはポチャンと入
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ったらもう動かない。これでは意味がないのかな

と。滑り台とか少し体を動かせるような遊具みた

いな形で考えられたらいいのかなと思いますので、

是非次もしもやる機会があったら、できればまた

この夏の間でもどこかで探していただければと思

うのですが、いかがでしょう。 

○子ども政策課長 今回試験実施ということで実施

させていただきますので、次回につきましてはそ

れを踏まえて検討させていただければと思ってお

ります。 

○髙橋まゆみ委員 是非よろしくお願いいたします。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○土屋のりこ委員 手短に。今あったボールプール

の件で幼稚園協会がやった子どもフェスタのとき

にポスターみたいなのを見かけたと思ったのです

が、チラシはまだできていないのか、いつできる

のかと事業費です。幾らなのかという２点お願い

します。 

○子ども政策課長 チラシにつきましてはちょうど

７月１１日に出来上がる予定です。１１日以降に

配布をさせていただこうかと思っております。 

  ちなみに幼稚園協会のフェスタのときには提示

用ということで暫定的なポスターを作らせていた

だきました。なので、若干内容が変わってくる形

になります。 

  それと経費につきましては事業者委託事業にな

りますので、約１００万円程度掛かる予定になっ

ております。 

○土屋のりこ委員 １００万円だったら、これがう

まくいけばということでまたたくさんできるのか

なという期待もするところです。 

  もう一つ、夏休みの無料化事業の方で、これは

様々な無料化の対象になっている中で、例えば区

民プールだと小学３年生までは大人が付き添いが

必要だということで、子どもの１００円が無料に

なったとしても５５０円を払わなければ子どもは

プールで遊べないわけです。 

  ムーミンバレーパークのときだとまるっと大人

の分も全部無料にして、親子で楽しめるようにと

足立区としても工夫がされてたと思うのですが、

区の利用条件として、高校生以上か大人が付き添

わなければならないという設定をしている区の方

の制限である場合は、大人についても無料化にし

ないと子どもが気軽に遊べるというこの事業の効

果が発揮されないのではないかと思うのですけれ

ども、区の見解はどうでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 施設ではな

くて体験の方については、保護者が同伴しなけれ

ばいけない事業の場合は保護者の部分も無料化の

対象とさせていただいております。 

  一方で施設につきましては、各施設の管理者の

考え方もございますので、そこについては来年度

の課題として承りたいと思います。いろいろと確

認しながら事業の改善点として進めてまいりたい

と考えております。 

○土屋のりこ委員 是非５５０円と１００円だった

ら。１００円でなく５５０円の方を無料化しても

らった方が、１００円だけ払う方がいいというか、

気楽に行けると思いますので、是非小学３年生ま

での子どもたちも気軽に大人と一緒にプールの中

で遊べるということで是非とも実現していただき

たいと要望して終わります。 

○子ども政策課長 先ほど説明不足がございました。

追加させていただきます。 

  ボールプールの事業につきましては委託料とい

うお話を差し上げましたが、ボールプールの設置

と、今回ゲル式のテントを設置しようと思ってい

ます。そちらについては委託料ということで１０

０万円程度掛かります。それ以外につきましては、

区の職員、直営という形になりますので、その点
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説明を追加させていただきます。失礼いたしまし

た。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、その他に移ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 １点だけ。小田原短期大学の系

列専門学校の学生の試験の模範解答丸写しという

のがニュースで報道されていて、他人事だと思っ

ていたらこの法人は三幸学園だということがニュ

ースをいろいろ見たら分かりまして、しかも三幸

学園は模範解答の丸写し問題を告発した男性教員

を内部情報を流出させたということで懲戒解雇も

していて、これからまた訴訟沙汰にもなると。 

  足立区は非常に三幸学園にお世話になっていた

り、委託していたりという事業がたくさんありま

す。そういう点ではこの点についてどうなのかと

いうのはしっかりと聞いていただきたいし、東京

未来大学は三幸学園ですよね。あれは大学で小田

原は短大ですけれども、どうなのかというのは本

当に心配なわけです。その辺についてしっかり確

認して、私今日追加ででも報告があるのかなと、

三幸学園の問題ですから、思っていたのですけれ

ども、報告なかったのですけれども、この辺につ

いてどう教育長若しくは副区長はお考えなのでし

ょうか。 

○教育長 その件については私もマスコミで知りま

して非常に懸念すべき事件だと思いました。 

  大変間に合わなくて申し訳なかったのですが、

今日午前中に三幸学園の役員の方が来て事情説明

を受けました。それをまたしっかりと文章を読ん

で対応については考えたいと思いますが、ただ、

説明の中で聞いた限りは新聞の報道ほど悪質では

ないのかなと捉えました。 

  というのも、今回の事件の小田原短大は幼稚園

教諭の資格を取るための通信教育をやっていまし

た。通信教育の資格を取る、それぞれ単位を取る

ときの試験が科目ごとにあるのですけれども、そ

の時に出題している問題数のうちの大体１６％ぐ

らいの問題が指導教材に載っているものと同じ出

題だったということで、その出題しているものに

ついての模範解答が、通信教育は持ち込みが可能

らしいです、持ち込みが可能で、ただ、オンライ

ンで本人が受けているかどうかの確認はするもの

の持ち込みが可という、これはほかの通信教育で

もということでした。 

  ただ、全体の割合として１６％だということと、

それについては今年度の課程からはきちっと同じ

ような問題が出ないことをしっかり厳守するとい

うことを文科省に報告をし、文科省の方でその報

告書は受理したということで受け止めましたので、

もうちょっとちゃんと読みますけれども、区とい

たしましては、その改善がしっかり図られている

ことを、今後経過もまた報告をいただいた上で、

事業については継続して足立区の中でいろいろな

事業が進まれているので、これまでのいろいろな

協定を今後もしっかりと守っていただきながら進

めていければというところで今考えております。 

  また、これに関してはきちっと委員会には報告

はさせていただきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 いろいろ調べてみると、確かに

教育長言われたみたいに通信の場合の幼稚園教諭

の資格を取るときの資料持ち込みとか書き写しと

いうのが、丸写しかどうかは別として、確かに悪

い言い方すれば常態化しているということの中で

こういう話になったということだとは思うのです。 
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  三幸学園の声明も読みましたけれども、公表し

ている声明ではやはり何もそんなに問題ないのだ

みたいなことは書かれているわけです。そうする

と足立で言えば、やっぱり大事な保育士や幼稚園

教諭を養成するような大学でもあるわけです。東

京未来大学は。そういう点でやはり懸念や心配は

あるわけなので、しっかり言うべきことを言って

いただいて、そして私たち議会や足立区民に対し

てもしっかりと情報発信を区からもしていただく

ということをやっていただきたいのですがどうで

しょうか。もう一度お願いします。 

○教育長 やはり区民の方の御懸念もあると思いま

すので、区としてしっかり読み込んだ中で判断材

料をしっかりと提供していきたいと思っておりま

す。 

○太田せいいち委員長 ほかに何かございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

  以上で本日の案件は全部終了いたしました。 

  これをもって、子ども・子育て支援対策調査特

別委員会を閉会いたします。ありがとうございま

した。 

午後４時２８分閉会 

 


